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一　

は
じ
め
に

　

人
道
に
対
す
る
犯
罪
は
、
国
際
社
会
の
共
通
利
益
を
侵
害
す
る
最
も
重
大
な
国
際
犯
罪
の
一
つ
で
あ
る
。
国
際
社
会
は
、
重
大
な
人
権

侵
害
で
あ
る
人
道
に
対
す
る
犯
罪
を
防
止
し
処
罰
す
る
た
め
に
、
不
断
の
努
力
を
続
け
て
き
た
。
と
り
わ
け
、
近
年
で
は
人
道
に
対
す
る

犯
罪
に
関
す
る
国
際
条
約
の
策
定
に
向
け
た
動
向
が
顕
著
に
現
れ
た
。
例
え
ば
、
一
九
九
八
年
に
採
択
さ
れ
た
「
国
際
刑
事
裁
判
所
ロ
ー

マ
規
程
」（
以
下
、「
ロ
ー
マ
規
程
」
と
い
う
）
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
国
際
条
約
に
散
在
す
る
人
道
に
対
す
る
犯
罪
の
諸
類
型
の
定
義
を
集
約
し
、

今
日
に
お
い
て
最
も
包
括
的
な
人
道
に
対
す
る
犯
罪
の
定
義
を
定
め
て
い
る
。
し
か
し
、
ロ
ー
マ
規
程
は
主
に
国
家
と
国
際
刑
事
裁
判
所

の
関
係
、
お
よ
び
国
際
刑
事
裁
判
所
の
管
轄
下
に
あ
る
犯
罪
の
訴
追
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
条
約
で
あ
る
。
こ
れ
を
受
け
、
国
連
の
国

際
法
委
員
会
（International Law

 Com
m
ission

〔
Ｉ
Ｌ
Ｃ
〕）
は
、
国
家
間
の
（
い
わ
ば
水
平
的
）
次
元
に
お
け
る
既
存
国
際
法
制
上
の
枠

組
み
の
空
白
を
補
い
、
人
道
に
対
す
る
犯
罪
の
不
処
罰
を
防
ぐ
た
め
、
人
道
に
対
す
る
犯
罪
を
専
門
的
に
規
定
す
る
国
際
条
約
、
す
な
わ

ち
「
人
道
に
対
す
る
犯
罪
の
防
止
及
び
処
罰
に
関
す
る
条
文
草
案
」（
以
下
、「
条
文
草
案
」
と
い
う
）
の
制
定
を
主
導
し
て
き
た
。
他
方
、

人
道
に
対
す
る
犯
罪
を
処
罰
す
る
と
い
う
実
際
の
要
請
に
応
え
る
た
め
、
世
界
各
国
は
人
道
に
対
す
る
犯
罪
に
関
す
る
国
内
法
の
強
化
に

取
り
組
み
始
め
て
お
り
、継
続
的
な
発
展
を
見
せ
て
い
る
。
二
〇
〇
二
年
六
月
に
施
行
さ
れ
た
ド
イ
ツ
国
際
刑
法
典
（Völkerstrafgesetzbuch

、

V
StG
B

）
が
そ
の
一
例
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
流
れ
を
受
け
、
中
国
で
も
人
道
に
対
す
る
犯
罪
を
め
ぐ
る
議
論
に
関
心
が
向
け
ら
れ
、
二
〇
二
〇
年
一
〇
月
一
五
日
、
中

国
の
国
連
常
駐
副
代
表
の
耿
爽
大
使
は
、
第
七
五
回
国
連
総
会
法
務
委
員
会
の
「
人
道
に
対
す
る
犯
罪
」
に
関
す
る
一
般
討
論
で
の
発
言

に
お
い
て
、
中
国
は
人
道
に
対
す
る
犯
罪
が
国
際
社
会
で
普
遍
的
に
処
罰
さ
れ
る
必
要
の
あ
る
重
大
な
国
際
犯
罪
で
あ
る
こ
と
に
賛
同
し

て
お
り
、
そ
れ
を
防
止
し
処
罰
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
述
べ（
1
）た。
し
か
し
な
が
ら
、
中
国
に
お
け
る
既
存
の
国
内
刑
事
法
シ
ス
テ
ム
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で
は
、
人
道
に
対
す
る
犯
罪
に
関
す
る
固
有
の
処
罰
規
定
が
な
く
、
現
行
刑
法
総
則
第
九
条
に
規
定
さ
れ
た
普
遍
的
管
轄
権
を
人
道
に
対

す
る
犯
罪
に
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
が
実
状
で
あ
る
。
後
述
の
と
お
り
、
保
護
法
益
や
構
成
要
件
と
い
う
点
で
も
、
刑
法
各
則
の

通
常
犯
罪
の
規
定
と
国
際
刑
事
法
に
規
定
さ
れ
た
人
道
に
対
す
る
犯
罪
と
の
間
に
は
間
隙
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
背
景
か
ら
、
中
国
に
お

い
て
、
人
道
に
対
す
る
犯
罪
に
関
す
る
国
内
法
整
備
の
方
法
を
検
討
す
る
こ
と
は
、
急
務
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

以
上
の
よ
う
な
問
題
意
識
を
踏
ま
え
、
本
稿
で
は
、
次
の
よ
う
な
順
序
で
検
討
を
試
み
る
こ
と
と
す
る
。
ま
ず
、
第
二
章
で
は
、
人
道

に
対
す
る
犯
罪
概
念
の
沿
革
を
た
ど
り
、
と
り
わ
け
議
論
の
あ
る
点
（
武
力
紛
争
と
の
関
連
性
、
政
策
的
要
素
な
ど
）
の
変
遷
を
概
観
し
た
上

で
、
人
道
に
対
す
る
犯
罪
の
定
義
に
つ
い
て
概
説
す
る
。
次
に
第
三
章
で
は
、
こ
の
文
脈
に
お
け
る
普
遍
的
管
轄
権
の
重
要
性
を
指
摘
し
、

人
道
に
対
す
る
犯
罪
へ
の
適
用
の
射
程
を
確
認
す
る
。
続
い
て
、
比
較
法
的
観
点
か
ら
、
普
遍
的
管
轄
権
に
関
す
る
ド
イ
ツ
国
際
刑
法
典

の
規
定
に
照
ら
し
て
、
中
国
の
刑
法
第
九
条
と
そ
れ
に
対
応
す
る
刑
事
訴
訟
法
制
を
改
正
す
る
た
め
の
立
法
手
続
等
に
つ
い
て
検
討
を
行

う
。
こ
れ
に
続
く
第
四
章
で
は
、
今
後
中
国
が
人
道
に
対
す
る
犯
罪
を
国
内
法
に
導
入
す
る
こ
と
を
決
定
し
た
と
き
に
備
え
、
そ
の
具
体

的
な
立
法
方
式
に
つ
い
て
、
ド
イ
ツ
国
際
刑
法
典
を
参
考
に
し
つ
つ
、
中
国
の
国
情
と
刑
事
司
法
制
度
を
考
慮
し
た
う
え
で
、
中
国
に
適

し
た
立
法
モ
デ
ル
を
素
描
す
る
。
最
後
に
、
第
五
章
で
は
、
本
稿
に
お
け
る
結
論
を
改
め
て
提
示
し
た
い
。

二　

人
道
に
対
す
る
犯
罪
の
概
観

㈠　

人
道
に
対
す
る
犯
罪
の
歴
史

　

人
道
に
対
す
る
犯
罪
は
、
国
際
刑
事
法
上
最
も
重
大
な
国
際
犯
罪
の
一
つ
で
あ
り
、
国
際
条
約
に
加
え
、
多
く
の
国
の
国
内
法
で
そ
の

防
止
と
処
罰
が
規
定
さ
れ
て
お
り
、
国
際
社
会
が
厳
し
く
取
り
締
ま
る
国
際
犯
罪
の
一
つ
と
も
言
え
る
。「
し
か
し
な
が
ら
、
国
際
法
上
、
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人
道
に
対
す
る
犯
罪
の
定
義
（
構
成
要
件
）
は
歴
史
的
に
一
貫
し
て
お
ら
ず
、
慣
習
国
際
法
と
し
て
確
立
し
た
人
道
に
対
す
る
犯
罪
の
単

一
の
定
義
（
構
成
要
件
）
は
存
在
し
て
い
な（
2
）い」。

ま
た
、
ほ
か
の
中
核
犯
罪
の
定
義
と
は
違
い
（
例
え
ば
、
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
罪
は
主
に
ジ
ェ
ノ

サ
イ
ド
条
約
で
規
定
さ
れ
て
い
る
）、
人
道
に
対
す
る
犯
罪
は
様
々
な
国
際
条
約
等
に
散
ら
ば
っ
て
存
在
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
人
道
に
対

す
る
犯
罪
の
定
義
も
常
に
変
遷
し
、
発
展
・
改
善
さ
れ
て
い
る
状
態
に
あ
り
、
人
道
に
対
す
る
犯
罪
の
実
質
を
よ
り
正
確
に
把
握
す
る
た

め
に
は
、
そ
の
歴
史
的
起
源
と
そ
の
後
の
沿
革
に
つ
い
て
簡
潔
に
紹
介
す
る
必
要
が
あ
る
。

　
「
一
九
一
五
年
五
月
、
ト
ル
コ
に
お
け
る
ア
ル
メ
ニ
ア
住
民
の
虐
殺
に
関
し
て
出
さ
れ
た
仏
・
英
・
露
の
政
府
宣
言
が
国
際
的
文
書
に

お
い
て
『
人
道
に
対
す
る
犯
罪
』
と
い
う
文
言
を
初
め
て
用
い（
3
）た」。「

一
九
四
五
年
の
国
際
軍
事
裁
判
憲
章
（
以
下
、『
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク

憲
章
』
と
い
う
）
第
六
条
C
は
、
人
道
に
対
す
る
犯
罪
を
初
め
て
独
立
し
た
国
際
犯
罪
と
し
て
規
定
し
た
が
、
定
義
さ
れ
た
人
道
に
対
す

る
犯
罪
は
、
武
力
紛
争
に
関
す
る
国
際
条
約
や
慣
習
国
際
法
で
従
来
禁
止
さ
れ
て
い
た
行
為
を
ひ
と
ま
と
め
に
し
た
も
の
に
と
ど
ま（
4
）る」。

ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
憲
章
に
基
づ
く
人
道
に
対
す
る
犯（
5
）罪は
、
平
和
に
対
す
る
罪
や
戦
争
犯
罪
、
す
な
わ
ち
国
際
武
力
紛
争
と
の
関
連
性
を

必
要
と
す
る
。
続
い
て
、
一
九
四
六
年
の
極
東
国
際
軍
事
裁
判
所
憲
章
（
以
下
、『
東
京
憲
章
』
と
い
う
）
第
五
条
C
に
お
け
る
人
道
に
対

す
る
犯
罪
の
定
義
は
、
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
憲
章
に
定
め
ら
れ
た
定
義
と
基
本
的
に
同
じ
で
あ（
6
）る。
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
憲
章
と
東
京
憲
章
で

は
、
規
定
上
、
戦
前
（
平
時
）
の
行
為
も
対
象
と
さ
れ
た
が
、
実
際
に
は
、
武
力
紛
争
（
他
の
対
象
犯
罪
）
と
の
関
連
性
要
件
の
た
め
、

戦
前
の
行
為
は
対
象
外
と
な
っ
た
（
戦
時
中
＝
武
力
紛
争
中
の
行
為
の
み
が
処
罰
の
対
象
と
な
っ
た
）。「
一
九
五
〇
年
、
国
際
法
委
員
会
（
Ｉ
Ｌ

Ｃ
）
は
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
諸
原
則
を
採
択
し
、
第
六
原
則
⒞
項
に
基
づ
き
、
人
道
に
対
す
る
犯
罪
の
定
義
か
ら
『
戦
前
ま
た
は
戦
時
中
』
と

の
文
言
を
削
除
し
た
が
、
平
和
に
対
す
る
犯
罪
お
よ
び
戦
争
犯
罪
と
の
関
連
性
要
件
は
残
し（
7
）た」。「

そ
の
後
、
一
九
五
四
年
に
Ｉ
Ｌ
Ｃ
が

採
択
し
た
『
人
類
の
平
和
と
安
全
に
対
す
る
犯
罪
の
法
典
草
案
』
で
は
、
第
二
条
（
一
一
）
に
お
い
て
、
人
道
に
対
す
る
犯
罪
に
関
し
て
、

武
力
紛
争
と
の
関
連
性
も
他
の
犯
罪
と
の
関
連
性
も
削
除
さ
れ（
8
）た」。

一
九
九
三
年
五
月
二
五
日
に
国
連
安
保
理
決
議
八
二
七
号
に
よ
っ

て
採
択
さ
れ
たInternational Crim

inal Tribunal for the form
er Yugoslavia

（
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
）
規
程
の
第
五
条
と
、
一
九
九
四
年
一
一
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月
八
日
に
国
連
安
保
理
決
議
九
五
五
号
に
よ
っ
て
採
択
さ
れ
たInternational Crim
inal Tribunal for Rw

anda

（
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｒ
）
規
程
の

第
三
条
は
、
い
ず
れ
も
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
憲
章
に
規
定
さ
れ
て
い
る
定
義
と
概
ね
似
た
方
法
で
人
道
に
対
す
る
犯
罪
を
定
義
し
て
い
る
。

も
っ
と
も
、
両
者
の
相
違
点
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
規
程
は
人
道
に
対
す
る
犯
罪
と
武
力
紛

争
と
の
関
連
性
を
依
然
と
し
て
要
求
し
て
お
り
、
そ
の
よ
う
な
武
力
紛
争
が
国
際
的
で
あ
る
か
非
国
際
的
で
あ
る
か
を
問
わ
な
い
点
が
特

徴
的
で
あ
る
。
一
方
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｒ
規
程
で
は
、
も
は
や
武
力
紛
争
と
の
関
連
性
を
要
求
し
て
お
ら
ず
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｒ
で
は
人
道
に
対
す
る
犯

罪
が
平
時
に
お
い
て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
も
管
轄
権
を
有
す
る
と
さ
れ
て
い
る
点
が
重
要
で
あ
る
。「
た
だ
し
、
後
者
の
場
合
、
国

民
的
、
政
治
的
、
民
族
的
、
人
種
的
、
宗
教
的
集
団
の
一
般
住
民
に
対
す
る
広
範
又
は
組
織
的
な
攻
撃
の
一
環
と
し
て
犯
行
が
行
わ
れ
る

こ
と
が
必
要
で
あ（
9
）る」。
一
九
九
六
年
、
第
四
八
回
国
連
国
際
法
委
員
会
（
Ｉ
Ｌ
Ｃ
）
は
、「
人
類
の
平
和
と
安
全
に
対
す
る
罪
の
法
典
草

案
」（
以
下
、「
法
典
草
案
」
と
い
う
）
を
暫
定
採
択
し
た
。
同
草
案
第
一
八
条
に
は
、「
人
道
に
対
す
る
犯
罪
と
は
、
組
織
的
又
は
大
規
模

に
行
わ
れ
、
政
府
若
し
く
は
あ
ら
ゆ
る
組
織
又
は
集
団
に
よ
っ
て
先
導
さ
れ
又
は
指
示
さ
れ
た
以
下
の
行
為
を
い
う
」
と
規
定
さ
れ
て
い

る
）
10
（

。
す
な
わ
ち
、
同
草
案
で
は
、
人
道
に
対
す
る
犯
罪
と
武
力
紛
争
、
平
和
に
対
す
る
罪
、
戦
争
犯
罪
と
の
関
連
性
が
削
除
さ
れ
て
い
た

一
方
で
、「
組
織
的
又
は
大
規
模
」
と
「
政
府
若
し
く
は
あ
ら
ゆ
る
組
織
又
は
集
団
に
よ
っ
て
先
導
さ
れ
又
は
指
示
さ
れ
た
」
と
い
う
構

成
要
件
が
追
加
さ
れ
て
い
た
。

　
「
一
九
九
八
年
の
ロ
ー
マ
規
程
は
、『
人
道
に
対
す
る
犯
罪
』
を
歴
史
上
初
め
て
そ
の
対
象
行
為
と
要
件
と
と
も
に
包
括
的
に
法
典
化
を

行
っ
）
11
（

た
」。
し
か
し
、「
ロ
ー
マ
規
程
を
採
択
し
た
外
交
会
議
に
お
い
て
は
、
人
道
に
対
す
る
犯
罪
を
規
程
に
含
め
る
こ
と
自
体
に
つ
い
て

異
論
は
な
か
っ
た
も
の
の
、
武
力
紛
争
と
の
関
連
性
を
要
件
と
す
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
争
い
が
生
じ
）
12
（

た
」。
結
局
の
と
こ
ろ
、
発
効
し

た
ロ
ー
マ
規
程
の
第
七
条
一
項
に
従
え
ば
、「
人
道
に
対
す
る
犯
罪
」
と
は
、「
文
民
た
る
住
民
に
対
す
る
攻
撃
で
あ
っ
て
広
範
又
は
組
織

的
な
も
の
の
一
部
と
し
て
、
そ
の
よ
う
な
攻
撃
で
あ
る
と
認
識
し
つ
つ
行
う
次
の
い
ず
れ
か
の
行
為
（
殺
人
、
絶
滅
さ
せ
る
行
為
、
奴
隷
化

す
る
こ
と
、
住
民
の
追
放
又
は
強
制
移
送
、
拘
禁
、
拷
問
、
強
姦
、
迫
害
、
強
制
失
踪
、
ア
パ
ル
ト
ヘ
イ
ト
の
よ
う
な
行
為
が
含
ま
れ
る
）」
と
定
義
さ
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れ
）
13
（
る
。
人
道
に
対
す
る
犯
罪
と
武
力
紛
争
と
の
関
連
性
は
、
ロ
ー
マ
規
程
第
七
条
で
は
削
除
さ
れ
た
。
同
時
に
、
第
七
条
二
項
は
、
文
民

た
る
住
民
に
対
す
る
攻
撃
と
は
、「
そ
の
よ
う
な
攻
擊
を
行
う
国
若
し
く
は
組
織
の
政
策
に
従
い
又
は
当
該
政
策
を
推
進
す
る
た
め
、
文

民
た
る
住
民
に
対
し
て
一
に
掲
げ
る
行
為
を
多
重
的
に
行
う
こ
と
を
含
む
一
連
の
行
為
を
い
う
」
と
定
め
て
い
）
14
（
る
。
ロ
ー
マ
規
程
に
お
け

る
人
道
に
対
す
る
犯
罪
の
定
義
は
、
こ
れ
ま
で
の
国
際
条
約
よ
り
も
さ
ら
に
詳
細
で
精
緻
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
国
家
間
の
政
治
的

協
議
の
産
物
で
あ
る
ロ
ー
マ
規
程
は
、
人
道
に
対
す
る
犯
罪
を
防
止
し
処
罰
す
る
た
め
に
国
家
が
と
る
べ
き
措
置
に
空
白
を
残
し
て
い
る
。

そ
れ
ゆ
え
、「
ロ
ー
マ
規
程
は
、
国
家
と
Ｉ
Ｃ
Ｃ
と
の
垂
直
的
関
係
に
お
け
る
中
核
犯
罪
の
処
罰
に
つ
い
て
定
め
る
一
方
、
国
家
間
の
水

平
的
関
係
に
お
け
る
防
止
お
よ
び
処
罰
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
で
は
な
）
15
（

い
」。
こ
の
空
白
に
対
応
す
る
た
め
に
、
Ｉ
Ｌ
Ｃ
の
第
六
六
会
期

（
二
〇
一
四
年
）
に
お
い
て
、
委
員
会
は
「
人
道
に
対
す
る
犯
罪
」
を
作
業
計
画
に
加
え
る
こ
と
を
決
定
し
、
シ
ョ
ー
ン
・
マ
ー
フ
ィ
ー
教

授
を
当
該
議
題
の
特
別
報
告
者
に
任
命
し
た
。
第
六
七
会
期
（
二
〇
一
五
年
）
か
ら
第
六
九
会
期
（
二
〇
一
七
年
）
に
か
け
て
、
特
別
報
告

者
に
よ
る
三
次
に
わ
た
る
レ
ポ
ー
ト
の
提
出
が
行
わ
れ
た
、
二
〇
一
七
年
の
第
六
九
会
期
に
お
い
て
、
第
一
読
会
を
終
了
し
、
全
一
五
条

と
付
属
文
書
か
ら
成
る
「
人
道
に
対
す
る
犯
罪
の
防
止
及
び
処
罰
に
関
す
る
条
文
草
案
、
な
ら
び
に
そ
の
注
釈
」
が
採
択
さ
れ
た
。
そ
し

て
第
七
一
会
期
に
お
い
て
、
Ｉ
Ｌ
Ｃ
は
第
二
次
の
条
文
草
案
を
採
択
し
、
第
二
読
会
の
終
了
後
新
た
な
注
釈
を
付
し
て
国
連
総
会
に
提
出

し
）
16
（

た
。「
人
道
に
対
す
る
犯
罪
を
定
義
し
た
Ｉ
Ｌ
Ｃ
条
文
草
案
第
二
条
一
項
お
よ
び
二
項
は
、
ロ
ー
マ
規
程
第
七
条
一
項
お
よ
び
二
項
の

定
め
る
同
犯
罪
の
定
義
を
ほ
ぼ
逐
語
的
に
用
い
て
い
）
17
（
る
」。
こ
の
点
、
ド
イ
ツ
の
政
府
代
表
は
、
ロ
ー
マ
規
程
と
の
表
現
の
一
致
が
、
条

文
草
案
の
採
択
の
前
提
条
件
で
あ
る
と
考
え
て
い
）
18
（

る
。
日
本
代
表
は
同
様
に
、
人
道
に
対
す
る
犯
罪
の
定
義
が
規
程
第
七
条
に
規
定
し
た

内
容
と
同
様
で
あ
る
こ
と
を
保
証
す
る
こ
と
も
支
持
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
ロ
ー
マ
規
程
第
七
条
の
規
定
は
一
二
〇
以
上
の
締
約
国
に
よ
っ

て
承
認
さ
れ
た
も
の
だ
か
ら
で
あ
）
19
（
る
。
条
文
草
案
を
め
ぐ
る
論
争
や
議
論
は
続
い
て
い
る
が
、
人
道
に
対
す
る
犯
罪
に
特
化
し
た
国
際
条

約
の
草
案
と
し
て
の
重
要
性
は
否
定
で
き
な
い
。

　

な
お
、
ロ
ー
マ
規
程
と
条
文
草
案
は
、
人
道
に
対
す
る
犯
罪
に
関
す
る
国
際
的
な
法
的
文
書
と
し
て
は
、
こ
れ
ま
で
の
国
際
条
約
等
と
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比
較
し
て
現
在
最
も
詳
細
な
も
の
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
本
稿
に
お
け
る
人
道
に
対
す
る
犯
罪
の
議
論
は
、
主
と
し
て
ロ
ー
マ
規
程
と
条
文

草
案
に
基
づ
い
て
行
う
こ
と
と
す
る
。

㈡　

人
道
に
対
す
る
犯
罪
の
定
義
を
め
ぐ
る
主
な
議
論

　

人
道
に
対
す
る
犯
罪
は
中
核
犯
）
20
（
罪
の
一
つ
で
あ
り
、
ロ
ー
マ
規
程
が
採
択
さ
れ
て
以
来
、
人
道
に
対
す
る
犯
罪
を
国
内
法
に
組
み
入
れ
、

管
轄
権
を
規
定
す
る
国
が
増
加
し
て
き
た
。
二
〇
一
四
年
、
Ｉ
Ｌ
Ｃ
が
作
業
を
開
始
し
た
条
文
草
案
の
第
六
条
と
第
七
条
は
、
締
約
国
に

対
し
、
人
道
に
対
す
る
犯
罪
に
対
す
る
管
轄
権
の
規
定
を
明
確
に
求
め
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
中
国
は
ま
だ
ロ
ー
マ
規
程
の
締
約
国

に
な
っ
て
お
ら
ず
、
中
国
政
府
は
現
段
階
で
人
道
に
対
す
る
犯
罪
の
立
法
プ
ロ
セ
ス
を
始
め
る
こ
と
は
適
当
で
な
い
と
考
え
て
い
る
。
そ

の
理
由
の
一
つ
は
、
中
国
政
府
が
人
道
に
対
す
る
犯
罪
の
定
義
に
つ
い
て
は
ま
だ
ま
だ
議
論
の
余
地
が
あ
る
と
み
な
し
て
い
る
こ
と
で

あ
）
21
（
る
。
し
た
が
っ
て
筆
者
は
、
中
国
が
ロ
ー
マ
規
程
（
な
い
し
は
、
将
来
的
に
は
人
道
に
対
す
る
犯
罪
に
関
す
る
条
約
）
に
加
入
し
、
人
道
に

対
す
る
犯
罪
に
関
す
る
国
際
立
法
に
積
極
的
に
参
加
す
る
た
め
に
は
、
人
道
に
対
す
る
犯
罪
に
お
い
て
議
論
の
あ
る
部
分
を
研
究
・
分
析

す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。

1　

人
道
に
対
す
る
犯
罪
と
武
力
紛
争
の
関
連
に
つ
い
て

　

上
述
し
た
人
道
に
対
す
る
犯
罪
の
発
展
史
は
、
人
道
に
対
す
る
犯
罪
が
も
と
も
と
戦
争
犯
罪
を
起
源
に
し
て
い
た
こ
と
を
表
し
て
い
る
。

戦
争
犯
罪
は
、
人
道
に
対
す
る
犯
罪
よ
り
も
前
に
慣
習
国
際
法
の
下
で
国
際
犯
罪
と
な
り
、
国
際
人
道
法
の
根
拠
と
も
な
っ
た
。「
人
道

に
対
す
る
犯
罪
の
保
護
法
益
と
考
え
ら
れ
る
『
人
道
』
と
い
う
概
念
は
、
武
力
紛
争
の
中
で
発
展
し
て
き
た
も
の
で
あ
）
22
（
る
」。
一
九
四
五

年
の
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
憲
章
第
六
条
C
と
一
九
四
六
年
東
京
憲
章
第
五
条
C
も
、
戦
争
と
の
関
連
性
を
強
調
し
て
い
る
。
こ
こ
で
い
う
戦

争
と
は
、
国
際
的
武
力
紛
争
を
指
す
。
そ
の
後
、
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
に
お
け
る
武
力
紛
争
の
過
程
で
犯
さ
れ
た
犯
罪
行
為
を
裁
く
た
め
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に
、
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
国
際
刑
事
裁
判
所
が
設
立
さ
れ
た
。「
国
連
安
全
保
障
理
事
会
は
、
人
道
に
対
す
る
犯
罪
の
創
設
時
に
戦
争
と

関
連
し
て
い
た
目
的
は
ほ
と
ん
ど
時
代
遅
れ
と
な
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
規
程
の
人
道
に
対
す
る
犯
罪
の
定
義
に
武
力
紛
争
の
要

件
を
含
め
て
い
る
（
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｒ
規
程
に
は
含
ま
れ
て
い
な
）
23
（

い
）」。「
一
九
九
三
年
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
規
程
は
、
武
力
紛
争
が
国
際
的
か
非
国
際
的
か
を

問
わ
ず
、
人
道
に
対
す
る
犯
罪
が
武
力
紛
争
と
関
連
し
て
い
る
こ
と
を
求
め
て
い
）
24
（
る
」。
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
憲
章
と
東
京
憲
章
に
お
け
る

人
道
に
対
す
る
犯
罪
の
定
義
に
比
較
す
る
と
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
規
程
に
お
け
る
定
義
は
一
歩
進
ん
で
い
る
が
、
そ
れ
で
も
武
力
紛
争
と
関
連
付

け
る
必
要
が
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

　

以
上
の
背
景
か
ら
、
中
国
は
ロ
ー
マ
外
交
会
議
に
お
い
て
、
人
道
に
対
す
る
犯
罪
の
定
義
に
関
す
る
立
場
を
保
留
し
た
の
で
あ
る
。
中

国
政
府
は
、
慣
習
国
際
法
上
、
人
道
に
対
す
る
犯
罪
は
戦
時
ま
た
は
戦
時
に
関
連
す
る
非
常
時
に
発
生
す
る
も
の
に
限
定
す
べ
き
で
あ
る

と
考
え
て
い
る
。「
既
存
成
文
法
か
ら
見
る
と
、
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
憲
章
と
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
規
程
が
、
こ
の
犯
罪
が
戦
時
に
適
用
さ
れ
る
こ
と

を
明
確
に
規
定
し
て
い
る
。
し
か
し
ロ
ー
マ
規
程
は
、
人
道
に
対
す
る
犯
罪
の
定
義
か
ら
、
戦
時
に
お
け
る
こ
の
重
要
な
要
件
を
削
除

し
）
25
（

た
」。
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
憲
章
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
裁
判
の
基
本
法
で
あ
る
。
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
国
際
刑

事
裁
判
所
は
、
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
に
お
け
る
武
力
紛
争
の
過
程
で
犯
さ
れ
た
多
数
の
重
大
な
国
際
人
道
法
違
反
を
主
な
対
象
と
し
て
い

た
。
し
た
が
っ
て
、
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
憲
章
も
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
規
程
も
、
人
道
に
対
す
る
犯
罪
は
武
力
紛
争
に
関
連
し
て
い
る
。
ル
ワ
ン
ダ
国

際
刑
事
裁
判
所
は
、
一
九
九
四
年
一
月
一
日
か
ら
一
二
月
三
一
日
ま
で
の
間
、
ル
ワ
ン
ダ
国
内
（
お
よ
び
近
隣
諸
国
）
に
お
け
る
ツ
チ
族

と
フ
ツ
族
の
民
族
紛
争
に
関
連
し
て
行
わ
れ
た
、
国
際
人
道
法
に
対
す
る
重
大
な
違
反
行
為
を
訴
追
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
し

た
が
っ
て
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｒ
規
程
は
、
人
道
に
対
す
る
犯
罪
と
武
力
紛
争
と
の
関
連
性
を
要
求
し
て
い
な
い
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
人
道
に
対
す

る
犯
罪
の
成
立
の
前
提
条
件
と
し
て
武
力
紛
争
と
の
関
連
性
を
規
定
し
た
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
憲
章
と
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
規
程
は
、
第
二
次
世
界
大

戦
と
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
の
武
力
紛
争
と
い
う
特
殊
な
文
脈
で
制
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
普
遍
的
な
意
味
を
持
つ
も
の
で
は
な
い
。

　

次
第
に
、
安
全
と
平
和
が
国
際
社
会
の
発
展
に
お
け
る
主
題
と
な
り
、
大
規
模
な
武
力
紛
争
が
減
少
の
一
途
を
た
ど
る
な
か
、
人
道
に
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対
す
る
犯
罪
と
武
力
紛
争
の
関
連
性
は
、
こ
う
し
た
国
際
的
な
流
れ
に
沿
っ
て
緩
和
さ
れ
て
い
く
傾
向
に
あ
っ
た
。「『
集
団
殺
害
罪
の
防

止
及
び
処
罰
に
関
す
る
条
約
』（
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
条
約
）
第
一
条
は
、「
締
約
国
は
、
集
団
殺
害
が
平
時
に
行
わ
れ
る
か
戦
時
に
行
わ
れ
る

か
を
問
わ
ず
、
国
際
法
上
の
犯
罪
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
、
こ
れ
を
、
防
止
し
処
罰
す
る
こ
と
を
約
束
す
）
26
（
る
」。
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
罪
は
人

道
に
対
す
る
犯
罪
の
特
殊
な
形
式
と
見
な
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
人
道
に
対
す
る
犯
罪
の
中
で
も
最
も
極
端
な
も
の
の
一
つ
で
あ
る
。

「
Ｉ
Ｌ
Ｃ
の
一
九
五
四
年
『
人
類
の
平
和
と
安
全
に
対
す
る
刑
法
典
草
案
』
で
は
、
戦
争
関
連
条
項
は
含
ま
れ
な
か
っ
た
が
、『
国
家
当
局

の
扇
動
又
は
容
認
の
も
と
に
行
わ
れ
る
こ
と
』
を
要
求
し
て
い
た
。
一
九
六
八
年
『
戦
争
犯
罪
及
び
人
道
に
対
す
る
犯
罪
の
時
効
の
不
適

用
に
関
す
る
条
約
』
で
は
戦
後
の
国
際
軍
事
法
廷
の
戦
争
関
連
条
項
を
引
き
継
い
）
27
（

だ
」。
一
九
九
六
年
法
典
草
案
で
は
、
人
道
に
対
す
る

犯
罪
と
武
力
紛
争
、
平
和
に
対
す
る
犯
罪
、
戦
争
犯
罪
と
の
関
連
性
が
削
除
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
後
の
国
際
法
文
書
で
は
、
人
道
に
対
す

る
犯
罪
と
武
力
紛
争
の
関
連
性
と
い
う
要
件
は
徐
々
に
薄
め
ら
れ
て
い
る
。
国
際
法
の
発
展
に
伴
い
、
武
力
紛
争
と
人
道
に
対
す
る
犯
罪

の
関
連
性
は
削
除
さ
れ
る
べ
き
だ
（
す
な
わ
ち
、
戦
時
・
平
時
を
問
わ
ず
人
道
に
対
す
る
犯
罪
は
成
立
し
う
る
）
と
い
う
の
が
、
国
際
社
会
に
お

け
る
一
般
的
な
共
通
認
識
に
な
っ
て
い
る
。
大
多
数
の
中
国
の
学
者
も
同
様
に
、
武
力
紛
争
と
人
道
に
対
す
る
犯
罪
の
関
連
性
は
削
除
さ

れ
る
べ
き
だ
と
考
え
て
い
る
。
劉
大
群
（
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
裁
判
官
）
は
、「
人
道
に
対
す
る
罪
は
、
戦
争
犯
罪
や
平
和
に
対
す
る
罪
と
は
別
の
犯

罪
で
あ
り
、
武
力
紛
争
と
の
関
連
性
を
必
要
と
せ
ず
、
戦
時
で
も
平
時
で
も
犯
す
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
、
慣
習
国
際
法
の
潮
流
が
示
し

て
い
る
」
と
指
摘
し
た
。
馬
呈
元
は
同
様
に
、「
人
道
に
対
す
る
罪
は
戦
時
だ
け
で
な
く
平
時
に
も
犯
す
こ
と
が
で
き
る
」
と
主
張
す
）
28
（
る
。

　

し
か
し
、
一
九
九
八
年
六
月
一
五
日
か
ら
七
月
一
七
日
に
か
け
て
の
ロ
ー
マ
外
交
会
議
で
は
、
ロ
ー
マ
規
程
に
お
け
る
人
道
に
対
す
る

犯
罪
の
定
義
を
武
力
紛
争
と
関
連
づ
け
る
必
要
が
あ
る
か
ど
う
か
を
め
ぐ
っ
て
、
代
表
団
に
よ
る
激
し
い
議
論
が
行
わ
れ
た
。「
武
力
紛

争
に
は
、
国
際
的
武
力
紛
争
（International Arm

ed Conflict:IAC

）
と
非
国
際
的
武
力
紛
争
（N

on-International Arm
ed Conflict:N

IAC

）

と
が
存
在
す
）
29
（

る
」。
国
際
的
武
力
紛
争
の
場
合
、
人
道
に
対
す
る
犯
罪
と
国
際
的
武
力
紛
争
と
の
関
連
性
を
な
く
す
こ
と
、
つ
ま
り
国
際

刑
事
裁
判
所
の
管
轄
下
に
入
れ
る
こ
と
は
議
論
の
余
地
が
な
い
。
し
か
し
、
非
国
際
的
武
力
紛
争
に
つ
い
て
は
か
な
り
の
議
論
が
あ
っ
た
。
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一
部
の
国
、
特
に
ア
ラ
ブ
諸
国
の
大
半
や
イ
ン
ド
、
メ
キ
シ
コ
、
ロ
シ
ア
、
中
国
は
、
非
国
際
的
武
力
紛
争
に
ロ
ー
マ
規
程
を
適
用
す
る

こ
と
に
反
対
し
て
い
た
。
そ
の
理
由
は
、
国
家
主
権
の
侵
害
と
な
る
こ
と
、
そ
し
て
非
国
際
武
力
紛
争
に
適
用
さ
れ
る
国
際
人
道
法
が
十

分
に
整
備
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
あ
）
30
（
る
。
し
か
し
、
ル
ワ
ン
ダ
、
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
、
シ
エ
ラ
レ
オ
ネ
、
ア
ン
ゴ
ラ
、
リ
ベ
リ
ア
等
に

お
け
る
、
非
国
際
的
な
武
力
紛
争
の
最
近
の
事
例
は
、
現
代
的
な
非
人
道
的
行
為
の
多
く
が
、
非
国
際
的
紛
争
で
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
を

示
唆
し
て
い
）
31
（

る
。
し
た
が
っ
て
、
大
多
数
の
国
家
は
、
非
国
際
的
武
力
紛
争
を
国
際
刑
事
裁
判
所
の
管
轄
下
に
置
く
必
要
性
を
認
め
て
い

る
。「
結
局
、
ロ
ー
マ
規
程
第
七
条
に
定
め
ら
れ
る
人
道
に
対
す
る
犯
罪
は
、
武
力
紛
争
と
の
関
連
性
を
要
件
と
す
る
こ
と
な
く
、
武
力

紛
争
時
に
お
い
て
も
、
平
時
に
お
い
て
も
成
立
し
得
）
32
（

る
」。

　

ロ
ー
マ
規
程
の
採
択
後
、
中
国
は
、
平
時
に
お
け
る
人
道
に
対
す
る
犯
罪
に
対
す
る
国
際
刑
事
裁
判
所
の
管
轄
権
に
再
度
反
対
を
表
明

し
た
。「
中
国
代
表
団
は
、
ロ
ー
マ
規
程
に
お
け
る
人
道
に
対
す
る
犯
罪
の
定
義
は
、
そ
の
よ
う
な
犯
罪
を
行
う
国
家
が
『
戦
争
状
態
』

に
あ
る
こ
と
を
要
求
し
て
お
ら
ず
、
こ
れ
は
既
存
の
慣
習
国
際
法
の
規
範
に
反
す
る
と
考
え
て
い
）
33
（
る
」。
こ
の
点
、
国
際
司
法
裁
判
所
規

程
（
Ｉ
Ｃ
Ｊ
規
程
）
第
三
八
条
一
項
⒝
で
は
慣
習
国
際
法
と
は
「
法
と
し
て
認
め
ら
れ
た
一
般
慣
行
と
し
て
の
証
拠
と
し
て
の
国
際
慣

習
」
と
定
め
ら
れ
、
慣
習
国
際
法
の
成
立
す
る
た
め
に
は
以
下
に
述
べ
る
よ
う
に
「
一
般
慣
行
」
と
「
法
的
確
信
」
の
二
つ
の
要
件
を
満

た
し
て
い
る
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
）
34
（

る
。
ま
ず
、「
一
般
慣
行
」
に
つ
い
て
、
ロ
ー
マ
規
程
は
二
〇
〇
二
年
七
月
一
日
に
発
効
し
た
。
二
〇

二
三
年
現
在
、
締
約
国
は
一
二
三
カ
国
で
あ
）
35
（
る
。
つ
ま
り
、
ロ
ー
マ
規
程
の
第
七
条
は
一
二
三
カ
国
に
よ
っ
て
承
認
を
受
け
て
い
る
。
そ

し
て
、「
法
的
確
信
」
に
つ
い
て
、
ロ
ー
マ
規
程
を
批
准
す
る
過
程
で
、
多
く
の
国
々
は
ロ
ー
マ
規
程
の
対
象
犯
罪
を
国
内
法
に
追
加
す

る
た
め
に
、
新
し
い
法
典
を
制
定
し
た
り
、
既
存
の
法
律
を
改
正
し
た
り
す
る
機
会
に
利
用
し
た
。
例
え
ば
、
二
〇
〇
二
年
六
月
三
〇
日

に
発
効
し
た
ド
イ
ツ
「
国
際
刑
法
典
」
第
七
条
は
「
人
道
に
対
す
る
犯
罪
㈠
文
民
た
る
住
民
に
対
す
る
攻
撃
で
あ
っ
て
広
範
又
は
組
織
的

な
も
の
の
一
部
と
し
て
」
と
規
定
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
カ
ナ
ダ
は
二
〇
〇
〇
年
六
月
二
九
日
、
ロ
ー
マ
規
程
の
関
連
条
項
と
原
則
を
参

照
し
、「
人
道
に
対
す
る
犯
罪
お
よ
び
戦
争
犯
罪
法
」（CAH

W
C A

）
36
（ct

）
を
採
択
し
た
。
こ
の
二
つ
の
国
内
法
で
は
、
人
道
に
対
す
る
犯
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罪
に
お
け
る
武
力
紛
争
と
の
関
連
性
の
要
件
が
削
除
さ
れ
た
。

　

以
上
に
鑑
み
れ
ば
、
人
道
に
対
す
る
犯
罪
の
定
義
は
、
国
際
条
約
で
あ
れ
慣
習
国
際
法
で
あ
れ
、
も
は
や
武
力
紛
争
と
の
関
連
性
を
要

し
な
い
と
い
え
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
中
国
が
国
際
刑
事
裁
判
所
へ
の
加
盟
を
再
検
討
す
る
際
に
は
、
そ
の
よ
う
な
潮
流

と
合
致
し
た
形
で
、
中
国
国
内
に
お
け
る
人
道
に
対
す
る
犯
罪
に
関
す
る
法
整
備
を
検
討
す
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
ろ
う
。

2　

政
策
的
要
素
に
つ
い
て

　

先
述
の
通
り
、
人
道
に
対
す
る
犯
罪
の
定
義
に
つ
い
て
、
中
国
政
府
は
ロ
ー
マ
規
程
に
対
す
る
反
対
意
見
お
よ
び
条
文
草
案
に
関
す
る

意
見
の
中
で
異
議
を
述
べ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
姿
勢
の
背
景
に
は
、
人
道
に
対
す
る
犯
罪
と
武
力
紛
争
の
関
連
性
を
な
く
し
て
し
ま
う

と
、
人
道
に
対
す
る
犯
罪
の
定
義
が
拡
大
さ
れ
、
国
際
犯
罪
に
対
す
る
国
際
刑
事
裁
判
所
の
管
轄
権
の
範
囲
が
拡
大
し
、
国
家
主
権
が
侵

害
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
中
国
政
府
の
懸
念
が
あ
る
。
人
道
に
対
す
る
犯
罪
の
定
義
が
過
度
に
拡
大
す
る
の
を
防
ぎ
、
国
際
刑
事
裁

判
所
の
管
轄
権
の
範
囲
を
限
定
す
る
た
め
に
は
、
政
策
的
要
素
と
い
う
概
念
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

　

ロ
ー
マ
規
程
第
七
条
第
二
項
に
「
文
民
た
る
住
民
に
対
す
る
攻
撃
」
と
規
定
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
う
ち
「
そ
の
よ
う
な
攻
擊
を
行
う

と
の
国
若
し
く
は
組
織
の
政
策
に
従
い
又
は
当
該
政
策
を
推
進
す
る
た
め
、
文
民
た
る
住
民
に
対
し
て
一
に
掲
げ
る
行
為
を
多
重
的
に
行

う
こ
と
を
含
む
一
連
の
行
為
を
い
う
」
が
政
策
的
要
素
と
い
わ
れ
て
い
る
内
容
で
あ
る
。
Ｉ
Ｃ
Ｃ
は
第
七
条
の
解
釈
を
補
足
す
る
た
め
に
、

ロ
ー
マ
規
程
の
下
位
規
範
で
あ
る
「
犯
罪
の
構
成
要
件
に
関
す
る
文
書
」（Elem

ents of Crim
e

）
を
参
考
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。「
犯

罪
の
構
成
要
件
」
に
よ
れ
ば
、
ロ
ー
マ
規
程
の
目
的
上
、
政
策
は
国
家
ま
た
は
組
織
に
よ
る
文
民
た
る
住
民
に
対
す
る
攻
撃
を
積
極
的
に

促
進
ま
た
は
奨
励
す
る
も
の
と
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
規
定
さ
れ
て
い
）
37
（
る
。
こ
れ
は
政
策
的
要
素
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
同
様
に
、
条

文
草
案
の
第
三
条
第
二
項
⒜
で
は
、
攻
撃
は
「
文
民
た
る
住
民
を
攻
撃
す
る
と
い
う
国
家
ま
た
は
組
織
の
政
策
に
従
っ
た
、
ま
た
は
そ
れ

を
促
進
す
る
た
め
に
」
実
施
さ
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
）
38
（
る
。
し
か
し
、
こ
の
政
策
的
要
素
に
つ
い
て
は
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
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Ｙ
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｒ
規
程
に
お
い
て
、
明
示
規
定
は
な
か
っ
た
。
実
際
、
Ｉ
Ｌ
Ｃ
の
一
九
九
六
年
法
典
草
案
で
は
、
政
策
的
要
素
に
似
た
概
念

が
言
及
さ
れ
て
お
り
、
同
草
案
で
は
第
一
八
条
で
、「
人
道
に
対
す
る
犯
罪
と
は
、
組
織
的
又
は
大
規
模
に
行
わ
れ
、
政
府
若
し
く
は
あ

ら
ゆ
る
組
織
又
は
集
団
に
よ
っ
て
扇
動
さ
れ
又
は
指
示
さ
れ
た
以
下
の
行
為
を
い
う
」
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。
Ｉ
Ｌ
Ｃ
が
こ
の
規
定
を
設

け
た
の
は
、
個
人
が
「
自
ら
の
犯
罪
計
画
に
従
っ
て
、
自
ら
の
動
機
で
、
い
か
な
る
政
府
、
集
団
、
組
織
か
ら
も
奨
励
さ
れ
る
こ
と
な

く
」
行
っ
た
非
人
道
的
行
為
を
排
除
す
る
た
め
で
あ
る
。

　

そ
の
後
の
ロ
ー
マ
規
程
で
扱
わ
れ
た
政
策
的
要
素
は
、
法
典
草
案
第
一
八
条
に
あ
る
程
度
影
響
を
受
け
て
い
る
。
ロ
ー
マ
規
程
の
検
討

会
議
で
は
、
代
表
団
は
「
広
範
」
と
「
組
織
的
」
と
い
う
攻
撃
を
内
容
的
に
限
定
す
る
文
言
を
付
す
こ
と
に
合
意
し
た
が
、
こ
れ
ら
二
つ

の
文
言
の
関
係
に
つ
い
て
は
意
見
が
分
か
れ
た
。
そ
の
関
係
の
解
釈
に
つ
い
て
は
二
つ
の
見
解
が
あ
る
。
一
つ
は
、「
広
範
」
と
「
組
織

的
」
と
い
う
表
現
は
、「
広
範
又
は
組
織
的
」、
つ
ま
り
択
一
的
な
関
係
で
表
現
す
べ
き
だ
と
い
う
点
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
間
接
的

に
Ｉ
Ｃ
Ｃ
の
管
轄
権
を
拡
大
す
る
こ
と
に
な
る
。
第
二
に
、「
広
範
」
と
「
組
織
的
」
と
い
う
表
現
は
、「
広
範
か
つ
組
織
的
」、
つ
ま
り

並
置
的
な
関
係
で
表
現
す
べ
き
だ
と
主
張
す
る
。
こ
れ
で
は
人
道
に
対
す
る
犯
罪
の
成
立
基
準
が
高
く
な
り
す
ぎ
）
39
（

る
。
ロ
ー
マ
規
程
第
七

条
の
攻
撃
要
件
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
「
広
範
」
又
は
「
組
織
的
」
の
い
ず
れ
か
の
択
一
的
関
係
を
採
択
し
て
い
る
が
、
管
轄
権
の
範
囲
を

拡
大
し
な
い
た
め
の
政
策
的
要
素
を
規
定
し
て
い
る
。「
政
策
的
要
素
の
存
在
に
よ
り
、
政
府
、
集
団
、
組
織
の
扇
動
や
指
示
な
し
に
、

個
人
が
自
ら
の
犯
罪
計
画
に
従
っ
て
行
う
非
人
道
的
行
為
は
、
大
部
分
が
排
除
さ
れ
）
40
（
る
」。
ロ
ー
マ
規
程
第
七
条
第
二
項
に
従
い
、
Ｉ
Ｃ

Ｃ
の
管
轄
権
を
限
定
す
る
際
に
も
、
政
策
的
要
素
が
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、
Ｉ
Ｃ
Ｃ
は
案
件
を
審
理
す
る
際
、
そ
の
政

策
を
実
施
す
る
実
体
は
ロ
ー
マ
規
程
が
求
め
る
意
味
で
の
「
国
家
若
し
く
は
組
織
」
で
あ
る
か
ど
う
か
を
証
明
す
る
必
要
が
あ
る
。
例
え

ば
、
ケ
ニ
ア
事
件
（Kenya cases

）
の
予
審
法
廷
（The Pre-Trial

）
で
は
、
ム
ン
ギ
キ
（M

ungiki

）
が
ロ
ー
マ
規
程
上
の
「
組
織
的
」
の

条
件
を
満
た
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
、
こ
の
問
題
に
関
連
す
る
事
実
と
証
拠
を
調
査
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
検
察
官

に
許
可
し
）
41
（
た
。
こ
の
よ
う
に
Ｉ
Ｃ
Ｃ
は
、
政
策
的
要
素
を
文
脈
的
要
素
（contextual elem

ent

）
と
し
て
分
析
に
用
い
る
こ
と
で
、
Ｉ
Ｃ
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Ｃ
の
管
轄
権
に
属
さ
な
い
国
際
犯
罪
を
排
除
し
、
裁
判
所
の
管
轄
権
の
範
囲
を
あ
る
程
度
限
定
し
、
Ｉ
Ｃ
Ｃ
の
司
法
負
担
を
軽
減
し
て
い

る
。

　

要
す
る
に
、
政
策
的
要
素
は
重
要
な
価
値
を
持
つ
が
、
そ
の
必
要
性
に
つ
い
て
は
議
論
の
余
地
が
あ
る
。
特
に
、
慣
習
国
際
法
上
の
人

道
に
対
す
る
犯
罪
の
成
立
に
、
こ
の
構
成
要
件
が
必
要
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
）
42
（
る
。
ロ
ー
マ
規
程
が
採
択
さ
れ
る
ま
で
、
各
国
際
裁
判
所

の
規
程
に
お
け
る
人
道
に
対
す
る
犯
罪
の
定
義
に
は
、
政
策
的
要
素
の
要
件
は
定
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
先
に
述
べ
た
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
と
Ｉ

Ｃ
Ｔ
Ｒ
規
程
に
お
け
る
人
道
に
対
す
る
犯
罪
の
定
義
に
は
、
政
策
的
要
素
は
含
ま
れ
て
い
な
い
が
、
早
期
の
判
例
で
は
こ
の
政
策
的
要
素

を
要
求
す
る
も
の
も
あ
っ
た
。
実
際
、Tadić

事
件
の
第
一
審
裁
判
部
は
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
設
立
初
期
に
政
策
的
要
素
に
つ
い
て
重
要
な
議
論

を
行
い
、
こ
の
議
論
は
後
に
ロ
ー
マ
規
程
の
起
草
に
影
響
を
与
え
た
。
同
裁
判
部
は
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。

　

人
道
に
対
す
る
犯
罪
が
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
人
類
の
良
心
を
震
撼
さ
せ
、
国
際
社
会
の
干
渉
を
要
求
す
る
理
由
は
、
そ
れ
が
個
人
に
よ
る
孤
立
し
た
無

差
別
行
為
の
結
果
で
は
な
く
、
文
民
た
る
住
民
を
対
象
と
し
た
意
図
的
な
行
為
の
結
果
だ
か
ら
で
あ
る
。
伝
統
的
に
、
こ
の
条
件
は
、
こ
れ
ら
の
行
為

を
行
う
何
ら
か
の
政
策
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
と
理
解
さ
れ
て
き
）
43
（
た
。

　

本
見
解
は
そ
の
後
、「
広
範
又
は
組
織
的
」
な
攻
撃
の
存
在
を
証
明
す
れ
ば
十
分
で
あ
り
、
政
策
的
要
素
の
存
在
を
証
明
す
る
必
要
は

な
い
と
い
う
考
え
方
に
変
化
し
）
44
（
た
。「
二
〇
〇
二
年
にKunaracetal
．
事
件
で
は
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
上
訴
審
判
決
が
、
攻
撃
の
立
証
に
は
政
策

又
は
計
画
の
存
在
は
不
要
で
あ
り
、
こ
れ
ら
は
慣
習
国
際
法
上
、
人
道
に
対
す
る
犯
罪
の
法
的
要
件
で
は
な
い
」
と
し
）
45
（

た
。
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
上

訴
審
判
決
と
同
様
、
シ
エ
ラ
レ
オ
ネ
も
、
慣
習
国
際
法
上
、
人
道
に
対
す
る
犯
罪
の
実
行
に
は
政
策
的
要
素
は
証
明
す
べ
き
要
件
で
は
な

い
と
述
べ
て
い
）
46
（

る
。「
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
判
断
は
、
人
道
に
対
す
る
犯
罪
に
よ
る
訴
追
を
拡
大
し
よ
う
と
い
う
政
策
的
考
慮
に
基
づ

く
も
の
で
あ
り
、
そ
の
法
的
根
拠
は
脆
弱
な
も
の
で
あ
る
と
批
判
さ
れ
て
い
）
47
（

る
」。
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政
策
的
要
素
の
必
要
性
に
つ
い
て
は
、
各
国
学
者
の
間
で
も
議
論
が
あ
る
。
大
多
数
の
中
国
の
学
者
は
、
政
策
的
要
素
は
人
道
に
対
す

る
犯
罪
が
成
立
す
る
た
め
の
前
提
条
件
の
一
つ
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
例
え
ば
、
馬
呈
元
に
よ
れ
ば
「
ロ
ー
マ
規
程
で
は
、
第
七
条
第

一
項
で
規
定
の
い
か
な
る
行
為
も
、
そ
れ
が
国
又
は
組
織
の
政
策
に
従
っ
て
行
わ
れ
た
も
の
で
な
い
場
合
に
は
、
人
道
に
対
す
る
犯
罪
を

構
成
し
な
い
と
主
張
さ
れ
て
き
）
48
（
た
」。「『
攻
撃
』
は
『
そ
の
よ
う
な
攻
撃
を
行
う
と
の
国
若
し
く
は
組
織
の
政
策
に
従
い
又
は
当
該
政
策
を

推
進
す
る
た
め
』
に
行
わ
れ
る
と
い
う
政
策
的
要
素
を
含
む
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
）
49
（

る
」。
ま
た
、
マ
ッ
ト
・
ハ
リ
ン
グ
の
よ

う
に
、
人
道
に
対
す
る
犯
罪
に
対
す
る
Ｉ
Ｃ
Ｃ
管
轄
権
の
範
囲
を
拡
大
し
、
不
処
罰
を
防
ぐ
た
め
、
政
策
的
要
素
の
削
除
を
主
張
す
る
反

対
意
見
も
あ
）
50
（

る
。
た
だ
、
マ
ッ
ト
・
ハ
ー
リ
ン
グ
の
意
見
と
は
対
照
的
に
、
政
策
的
要
素
の
存
在
は
現
在
の
国
際
社
会
で
通
常
認
め
ら
れ

て
い
る
と
い
え
る
。
と
り
わ
け
、
現
段
階
に
お
け
る
最
も
詳
細
な
国
際
刑
事
法
規
範
で
あ
る
ロ
ー
マ
規
程
や
条
文
草
案
に
お
い
て
、
人
道

に
対
す
る
犯
罪
の
定
義
の
中
に
政
策
的
要
素
が
規
定
さ
れ
て
い
る
点
が
重
要
で
あ
る
。
し
か
し
、
ロ
ー
マ
規
程
を
批
准
し
た
一
部
の
締
約

国
の
国
内
法
に
は
、
人
道
に
対
す
る
犯
罪
の
構
成
要
件
と
し
て
の
政
策
的
要
素
に
関
す
る
明
示
的
な
規
定
は
な
い
。
例
え
ば
、
上
述
の
ド

イ
ツ
国
際
刑
法
典
第
七
条
の
条
文
に
も
、
カ
ナ
ダ
の
「
人
道
に
対
す
る
犯
罪
お
よ
び
戦
争
犯
罪
）
51
（

法
」
の
第
四
条
第
三
項
お
よ
び
第
六
条
第

三
項
に
も
、
政
策
的
要
素
は
規
定
さ
れ
て
い
な
い
。
ロ
ー
マ
規
程
の
規
定
と
締
約
国
の
国
内
法
と
い
う
対
立
す
る
二
つ
の
法
体
系
に
お
け

る
、
政
策
的
要
素
の
存
在
の
整
合
性
性
が
議
論
の
的
と
な
っ
て
い
る
。
人
道
に
対
す
る
犯
罪
の
定
義
が
過
度
に
拡
大
さ
れ
る
こ
と
を
防
ぎ
、

ま
た
Ｉ
Ｃ
Ｃ
の
管
轄
権
の
範
囲
を
限
定
す
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、
政
策
的
要
素
が
重
要
な
価
値
を
持
つ
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
筆
者
は
、

人
道
に
対
す
る
犯
罪
に
関
す
る
国
内
法
整
備
を
行
う
際
に
は
、
政
策
的
要
素
の
存
在
を
明
示
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
考
え
ら
れ
る
。

三　

普
遍
的
管
轄
権
に
つ
い
て

　
「
普
遍
的
管
轄
原
則
と
は
、
国
際
法
上
の
重
要
な
原
則
で
あ
り
、
国
際
犯
罪
に
対
す
る
管
轄
権
の
行
使
に
限
っ
て
適
用
さ
れ
）
52
（
る
」。
現
在
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の
国
際
社
会
で
は
、
政
治
的
・
経
済
的
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
進
展
に
伴
い
、
刑
事
法
分
野
に
お
け
る
各
国
間
の
結
び
つ
き
や
協
力
が
ま
す
ま

す
緊
密
化
し
、
二
国
間
・
多
国
間
条
約
や
慣
習
国
際
法
に
お
い
て
多
く
の
合
意
が
成
立
し
て
い
る
。
そ
の
一
つ
と
し
て
、
国
際
犯
罪
の
訴

追
と
処
罰
に
お
け
る
主
権
国
家
に
よ
る
普
遍
的
管
轄
権
の
行
使
の
重
要
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
普
遍
的
管
轄
権
の
定
義
や
適

用
範
囲
に
つ
い
て
は
、
国
際
社
会
で
は
い
ま
だ
に
異
論
が
あ
る
。
二
〇
一
〇
年
の
第
六
五
回
国
連
総
会
報
告
書
で
は
、「
普
遍
的
管
轄
権

の
範
囲
と
適
用
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
、
多
く
の
政
府
が
コ
メ
ン
ト
の
中
で
普
遍
的
管
轄
権
の
定
義
に
つ
い
て
理
解
を
示
し
た
が
、
提
出
さ

れ
た
定
義
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
て
い
）
53
（
た
。
本
章
は
主
に
、
普
遍
的
管
轄
権
の
適
用
範
囲
に
含
ま
れ
る
も
の
と
し
て
人
道
に
対
す
る
犯
罪
を

明
記
す
る
こ
と
に
よ
り
、
普
遍
的
管
轄
権
に
関
す
る
現
行
の
中
国
の
刑
法
第
九
条
を
改
正
す
る
必
要
性
を
示
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

普
遍
的
管
轄
権
全
体
の
定
義
の
差
異
に
つ
い
て
は
、
か
か
る
適
用
範
囲
の
広
狭
に
影
響
し
な
い
た
め
、
立
ち
入
っ
て
論
じ
な
い
こ
と
と
す

る
。
本
章
で
は
、
ま
ず
、
人
道
に
対
す
る
犯
罪
が
普
遍
的
管
轄
権
の
適
用
範
囲
に
属
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
次
に
、
中
国
の
刑
法
に

お
け
る
普
遍
的
管
轄
権
の
適
用
の
現
状
を
簡
単
に
説
明
し
、
最
後
に
、
普
遍
的
管
轄
権
に
関
す
る
ド
イ
ツ
国
際
刑
法
典
の
規
定
に
照
ら
し

て
、
中
国
に
お
け
る
人
道
に
対
す
る
犯
罪
を
処
罰
・
訴
追
す
る
た
め
の
普
遍
的
管
轄
権
の
適
用
に
お
い
て
起
こ
り
う
る
問
題
を
素
描
し
、

中
国
の
現
行
刑
法
第
九
条
の
規
定
を
改
正
す
る
際
に
参
考
と
な
る
視
点
を
提
供
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

㈠　

普
遍
的
管
轄
権
の
適
用
範
囲

　

人
道
に
対
す
る
犯
罪
は
、
国
際
社
会
の
共
通
利
益
を
侵
害
す
る
最
も
重
大
な
国
際
犯
罪
の
一
つ
で
あ
る
。
ロ
ー
マ
規
程
の
前
文
に
よ
れ

ば
、
国
際
社
会
全
体
の
関
心
事
で
あ
る
最
も
重
大
な
犯
罪
は
処
罰
さ
れ
ず
に
済
ま
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。「
し
た
が
っ
て
、

国
際
刑
法
は
、
国
際
犯
罪
の
防
止
・
処
罰
を
目
的
と
し
て
、
属
地
主
義
、
属
人
主
義
、
保
護
主
義
、
普
遍
的
管
轄
権
の
原
則
に
従
い
、
国

際
犯
罪
を
犯
し
た
個
人
に
対
し
て
刑
事
管
轄
権
を
行
使
す
る
こ
と
を
国
家
に
許
可
し
て
い
）
54
（

る
」。
属
地
主
義
、
属
人
主
義
、
保
護
主
義
に

よ
っ
て
、
国
家
は
自
国
と
何
ら
か
の
関
連
性
が
あ
る
国
際
犯
罪
に
つ
い
て
は
刑
事
管
轄
権
を
有
す
る
が
、
国
家
と
何
の
関
連
性
も
な
い
国
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際
犯
罪
に
つ
い
て
は
、
普
遍
的
管
轄
権
の
重
要
性
が
発
揮
さ
れ
る
。「
そ
も
そ
も
世
界
主
義
（
普
遍
的
管
轄
）
と
は
何
か
に
関
し
、
刑
法
の

適
用
に
関
す
る
他
の
諸
原
理
が
あ
て
は
ま
ら
な
く
て
も
国
外
犯
を
処
罰
す
る
補
充
的
な
原
理
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
）
55
（

る
」。「
裁
判

管
轄
の
標
準
と
し
て
、
普
遍
主
義
な
い
し
世
界
主
義
と
は
、
諸
国
の
共
通
利
益
を
害
す
る
犯
罪
に
つ
い
て
、
犯
人
と
犯
罪
地
の
い
か
ん
を

問
わ
ず
、
自
国
の
刑
法
を
適
用
す
る
原
則
と
言
わ
れ
て
い
）
56
（
る
」。
普
遍
的
管
轄
権
の
本
質
は
、
不
処
罰
を
許
さ
ず
、
国
際
犯
罪
が
有
効
に

処
罰
さ
れ
る
こ
と
を
保
障
す
る
こ
と
に
あ
る
。
普
遍
的
管
轄
権
は
す
べ
て
の
国
際
犯
罪
に
適
用
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
限
ら
れ
た
一
部

の
国
際
犯
罪
に
の
み
適
用
さ
れ
）
57
（
る
。
し
た
が
っ
て
、
人
道
に
対
す
る
犯
罪
に
こ
の
原
理
が
適
用
さ
れ
る
か
否
か
を
ま
ず
確
認
し
て
お
く
必

要
が
あ
る
。

　

ま
ず
、
ロ
ー
マ
規
程
第
七
条
に
規
定
さ
れ
て
い
る
人
道
に
対
す
る
犯
罪
は
、
国
際
社
会
に
お
け
る
最
も
重
大
な
国
際
犯
罪
の
一
つ
と
し

て
、
諸
国
の
共
通
利
益
に
対
す
る
重
大
な
侵
害
を
構
成
す
る
。
人
道
に
対
す
る
犯
罪
は
人
類
に
対
す
る
犯
罪
の
こ
と
で
あ
る
。
法
律
の
あ

る
一
般
原
則
に
違
反
し
、
そ
し
て
、
国
際
社
会
の
注
目
を
集
め
て
い
る
犯
罪
で
あ
る
。
人
道
に
対
す
る
犯
罪
の
影
響
は
国
家
間
の
境
界
を

越
え
、
そ
の
残
忍
さ
と
深
刻
さ
は
現
代
文
明
が
容
認
で
き
な
い
も
の
で
あ
）
58
（

る
。
ま
た
、
条
文
草
案
第
七
条
㈥
に
よ
れ
ば
、「
国
家
は
、
次

の
場
合
に
お
い
て
、
本
条
草
案
が
対
象
と
す
る
犯
罪
に
対
す
る
管
轄
権
を
規
定
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
と
る
…
…
本
条
草
案
は
、
国

内
法
に
則
り
国
家
が
規
定
し
た
刑
事
裁
判
権
の
行
使
を
排
除
す
る
も
の
で
は
な
）
59
（

い
」。
普
遍
的
管
轄
権
が
条
文
草
案
第
七
（
六
）
条
に
規

定
さ
れ
て
い
る
か
と
い
う
問
題
を
め
ぐ
る
議
論
か
ら
も
、
人
道
に
対
す
る
犯
罪
と
普
遍
的
管
轄
権
と
の
関
係
に
対
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
解
釈

を
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。「
人
道
に
対
す
る
犯
罪
：
各
国
政
府
、
国
際
組
織
、
そ
の
他
か
ら
受
け
取
っ
た
コ
メ
ン
ト
と
見
解
」
に
示

さ
れ
た
各
国
の
立
場
か
ら
見
る
と
、
ブ
ラ
ジ
ル
は
、
草
案
第
七
条
第
二
項
が
「
拷
問
及
び
他
の
残
虐
な
、
非
人
道
的
な
又
は
品
位
を
傷
つ

け
る
取
り
扱
い
又
は
、
刑
罰
に
関
す
る
条
約
」
と
ほ
ぼ
同
じ
表
現
を
使
っ
て
お
り
、
人
道
に
対
す
る
犯
罪
に
対
す
る
普
遍
的
管
轄
権
を
規

定
し
よ
う
と
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
）
60
（

る
。
そ
し
て
、
一
部
の
国
は
、
第
三
項
で
、
普
遍
的
管
轄
権
に
つ
い
て
明
確
に
規
定
す
る
こ
と
を
要

求
し
て
い
）
61
（
る
。
ま
た
、
ス
ー
ダ
ン
は
、
本
項
の
表
現
が
不
明
瞭
で
あ
り
、
普
遍
的
管
轄
権
を
規
定
し
て
い
る
と
捉
え
ら
れ
か
ね
な
い
と
の
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懸
念
を
表
明
し
）
62
（
た
。
特
別
報
告
者
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
現
行
の
条
文
で
は
、
本
条
文
草
案
に
規
定
さ
れ
て
い
る
義
務
は
、
諸
国
の
国
内
法

に
存
在
し
う
る
他
の
タ
イ
プ
の
刑
事
管
轄
権
の
行
使
を
排
除
す
る
も
の
と
し
て
解
釈
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
こ
と
が
明
確
に
な
っ
て
い
る）
63
（

。

「
そ
し
て
、
二
〇
〇
一
年
一
月
二
五
日
か
ら
二
七
日
、
プ
リ
ン
ス
ト
ン
大
学
に
世
界
中
の
学
者
、
実
務
家
、
法
律
家
、
三
〇
名
が
集
い
、

普
遍
的
管
轄
権
に
関
す
る
原
則
を
と
り
ま
と
め
、
プ
リ
ン
ス
ト
ン
原
則
と
い
う
普
遍
的
管
轄
権
に
関
す
る
文
書
を
完
成
さ
せ
）
64
（
た
」。
プ
リ

ン
ス
ト
ン
原
則
の
第
二
原
則
は
、
普
遍
的
管
轄
権
が
適
用
さ
れ
る
犯
罪
に
は
、
人
道
に
対
す
る
犯
罪
を
含
む
国
際
法
上
の
七
）
65
（

つ
の
重
大
な

犯
罪
が
含
ま
れ
る
こ
と
を
明
確
に
し
て
い
る
。

㈡　

中
国
と
日
本
の
普
遍
的
管
轄
権
に
関
す
る
規
定

　

一
九
九
七
年
に
改
正
さ
れ
た
「
中
華
人
民
共
和
国
刑
法
」
で
、
普
遍
的
管
轄
権
が
規
定
さ
れ
た
。
刑
法
第
九
条
に
は
「
中
華
人
民
共
和

国
が
締
結
し
又
は
参
加
し
た
国
際
条
約
に
規
定
さ
れ
て
い
る
犯
罪
行
為
に
対
し
て
は
、
中
華
人
民
共
和
国
が
条
約
に
基
づ
い
て
義
務
を
負

う
範
囲
内
で
刑
事
管
轄
権
を
行
使
す
る
と
き
、
こ
の
法
律
を
適
用
す
る
」
と
規
定
し
て
い
る
。
中
国
の
著
名
な
刑
法
学
者
で
あ
る
高
明
宣

教
授
は
、「
こ
の
規
定
に
よ
れ
ば
、
中
国
が
参
加
し
た
、
ま
た
は
中
国
が
締
約
国
で
あ
る
国
際
条
約
に
規
定
さ
れ
た
す
べ
て
の
犯
罪
は
、

犯
罪
者
が
中
国
人
で
あ
る
か
外
国
人
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
ま
た
犯
罪
が
中
国
の
領
土
内
外
で
行
わ
れ
た
か
否
か
を
問
わ
ず
、
犯
罪
者
が

中
国
国
内
で
発
見
さ
れ
る
限
り
、
中
国
は
条
約
上
の
義
務
範
囲
内
で
刑
事
管
轄
権
を
行
使
す
る
こ
と
に
な
る
と
指
摘
し
た
。
こ
れ
は
、
普

遍
的
管
轄
権
の
原
則
が
規
定
さ
れ
た
こ
と
に
な
）
66
（
る
」。
刑
法
九
条
の
規
定
は
普
遍
的
管
轄
権
原
則
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
る
が
、
一
般
的

な
意
味
で
の
普
遍
的
管
轄
権
で
は
な
く
、
国
際
条
約
に
基
づ
く
（
条
約
上
の
処
罰
義
務
を
前
提
と
す
る
）
限
定
的
な
普
遍
的
管
轄
権
と
み
な

す
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
て
い
）
67
（
る
。
つ
ま
り
、
中
国
が
当
該
国
際
犯
罪
を
規
定
す
る
国
際
条
約
に
加
盟
し
て
い
な
い
場
合
、
中
国
は
、
刑

法
第
九
条
に
従
っ
て
刑
事
管
轄
権
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
現
段
階
で
は
、
中
国
は
ロ
ー
マ
規
程
に
加
盟
し
て
お
ら
ず
、
国
際
社

会
に
は
人
道
に
対
す
る
犯
罪
に
特
化
し
た
国
際
条
約
は
（
ま
だ
）
存
在
し
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
現
行
刑
法
第
九
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
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中
国
は
人
道
に
対
す
る
犯
罪
に
つ
い
て
普
遍
的
管
轄
権
を
行
使
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　

一
九
八
七
年
、
日
本
刑
法
に
普
遍
的
管
轄
権
に
関
す
る
規
定
が
新
設
さ
れ
た
。
日
本
刑
法
四
条
の
二
は
「
第
二
条
か
ら
前
条
ま
で
に
規

定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
は
、
日
本
国
外
に
お
い
て
、
第
二
編
の
罪
で
あ
っ
て
条
約
に
よ
り
日
本
国
外
に
お
い
て
犯
し
た
と
き
で

あ
っ
て
も
罰
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
て
い
る
も
の
を
犯
し
た
す
べ
て
の
者
に
適
用
す
る
」
と
規
定
し
て
い
る
。
し
か
し
、
日
本
は
現
在
、
刑

法
第
四
条
の
二
（
条
約
に
よ
る
国
外
犯
）
に
従
っ
た
人
道
に
対
す
る
犯
罪
に
対
す
る
普
遍
的
管
轄
権
を
行
使
で
き
な
い
状
況
に
あ
る
。
な

ぜ
な
ら
、
か
か
る
犯
罪
に
つ
い
て
条
約
上
の
処
罰
義
務
を
課
す
一
般
条
約
に
日
本
は
加
入
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
）
68
（
る
。

　

普
遍
的
管
轄
権
の
規
定
が
欠
如
す
れ
ば
、
外
国
人
が
外
国
で
外
国
人
に
対
し
て
人
道
に
対
す
る
犯
罪
を
犯
し
た
後
に
中
国
ま
た
は
日
本

に
入
国
し
た
場
合
、
両
国
は
刑
法
の
規
定
に
従
っ
て
人
道
に
対
す
る
犯
罪
を
犯
し
た
者
の
刑
事
責
任
を
追
及
す
る
た
め
の
普
遍
的
管
轄
権

を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
理
論
的
に
は
中
国
と
日
本
が
犯
罪
者
の
「
避
難
所
」
に
な
る
可
能
性
が
高
い
と
い
う
事
態
を
招
く
お
そ
れ

が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
各
国
は
、
多
く
の
国
際
的
に
懸
念
さ
れ
る
重
大
な
犯
罪
が
、
国
内
の
管
轄
権
で
処
罰
さ
れ
ず
、
例
え
ば
、
重
大

な
犯
罪
を
犯
し
た
と
さ
れ
る
者
が
国
境
を
越
え
て
逃
亡
し
て
い
る
ケ
ー
ス
も
あ
る
こ
と
を
認
識
し
、
普
遍
的
管
轄
権
の
重
要
性
と
そ
の
再

興
を
あ
る
程
度
強
調
し
て
い
）
69
（
る
。
普
遍
的
管
轄
権
は
不
処
罰
に
対
す
る
重
要
な
司
法
措
置
で
あ
り
、
そ
の
適
用
は
中
国
と
日
本
に
と
っ
て

今
後
重
要
な
課
題
と
な
る
。

㈢　

ド
イ
ツ
の
普
遍
的
管
轄
権
に
関
す
る
規
定
と
中
国
へ
の
示
唆

　
「
国
際
刑
法
典
は
ド
イ
ツ
が
二
〇
〇
〇
年
一
二
月
に
『
国
際
刑
事
裁
判
所
に
関
す
る
ロ
ー
マ
規
程
』
を
批
准
す
る
に
あ
た
っ
て
開
始
し

た
立
法
手
当
の
一
環
を
し
て
制
定
さ
れ
た
法
律
で
あ
）
70
（
る
」。
二
〇
〇
二
年
六
月
三
〇
日
に
国
際
刑
法
典
が
発
効
す
る
ま
で
は
、
ド
イ
ツ
刑

法
典
（Strafgesetzbuch

）
第
六
条
に
従
っ
た
人
道
に
対
す
る
犯
罪
に
対
す
る
普
遍
的
管
轄
権
の
行
使
は
で
き
な
か
っ
た
。
ジ
ェ
ノ
サ
イ

ド
罪
と
異
な
り
、「
人
道
に
対
す
る
罪
は
ド
イ
ツ
刑
法
六
条
に
列
挙
さ
れ
た
犯
罪
に
該
当
し
な
い
た
め
、
世
界
主
義
を
根
拠
に
ド
イ
ツ
刑
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法
を
適
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
）
71
（
る
」。

　

ド
イ
ツ
国
際
刑
法
典
の
第
六
条
か
ら
第
一
二
条
に
、
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
罪
、
人
道
に
対
す
る
犯
罪
、
戦
争
犯
罪
が
詳
し
く
規
定
さ
れ
て
い

る
。「
そ
の
後
二
〇
一
六
年
末
に
侵
略
犯
罪
（Verbrechen der Aggression

）
の
国
内
法
化
に
関
す
る
国
際
刑
法
典
改
正
法
が
公
布
さ
れ

た
）
72
（

」。
改
正
さ
れ
た
ド
イ
ツ
国
際
刑
法
典
の
第
一
三
条
は
侵
略
犯
罪
を
規
定
し
て
い
る
が
、
普
遍
的
管
轄
権
は
侵
略
犯
罪
に
は
ま
だ
適
用

さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
法
典
の
規
定
に
よ
り
、
ド
イ
ツ
は
現
在
、
普
遍
的
管
轄
権
を
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
罪
、
人
道
に
対
す
る
犯
罪
、
戦
争
犯

罪
に
ま
で
拡
大
し
て
い
る
。
ド
イ
ツ
国
際
刑
法
典
第
一
条
は
、
そ
の
適
用
範
囲
に
つ
い
て
「
こ
の
法
律
は
、
こ
の
法
律
に
定
め
る
国
際
法

に
対
す
る
犯
罪
行
為
の
す
べ
て
に
適
用
し
、
第
六
条
か
ら
第
一
二
条
ま
で
に
定
め
る
行
為
に
つ
い
て
は
、
行
為
が
国
外
で
行
わ
れ
、
か
つ
、

内
国
と
の
関
連
性
を
有
し
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
こ
の
法
律
を
適
用
す
る
。
国
外
で
行
わ
れ
た
第
一
三
条
に
定
め
る
行
為
に
つ
い
て
は
、

行
為
者
が
ド
イ
ツ
国
民
で
あ
り
、
又
は
行
為
が
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
に
向
け
ら
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
犯
罪
地
の
法
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ

の
法
律
を
適
用
す
る
」
と
規
定
し
て
い
る
。
本
条
一
文
は
、
こ
の
法
律
に
定
め
る
国
際
法
に
対
す
る
犯
罪
行
為
の
す
べ
て
に
適
用
さ
れ
、

仮
に
そ
の
行
為
が
外
国
で
行
わ
れ
、
ド
イ
ツ
と
関
連
性
が
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
本
法
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
を
明
確
に
し
て
い
る
。
す

な
わ
ち
、
実
体
法
の
側
面
か
ら
言
え
ば
、
国
際
刑
法
典
に
お
け
る
普
遍
的
管
轄
権
の
適
用
範
囲
の
拡
大
は
、
国
内
訴
追
制
度
を
改
善
す
る

と
同
時
に
、
国
際
刑
法
典
の
立
法
目
的
を
反
映
す
る
も
の
で
あ
る
。
国
際
刑
法
典
の
法
案
理
由
書
に
は
、
立
法
の
目
的
と
し
て
四
つ
が
挙

げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
う
ち
の
一
つ
は
、「
国
際
刑
事
裁
判
所
の
訴
追
管
轄
権
の
補
完
性
に
か
ん
が
み
、
Ｉ
Ｃ
Ｃ
の
管
轄
権
に
服
す
る
犯

罪
を
常
に
ド
イ
ツ
が
自
ら
訴
追
で
き
る
状
態
を
確
実
に
担
保
す
る
こ
）
73
（

と
」
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
同
時
に
、
手
続
法
の
側
面
か
ら
見
る

と
、
ド
イ
ツ
刑
事
訴
訟
法
第
一
五
三
条
⒡
の
導
入
に
よ
っ
て
、
ド
イ
ツ
国
際
刑
法
典
第
一
条
の
適
切
な
実
施
・
運
用
が
担
保
さ
れ
る
（
詳

し
く
は
以
下
で
説
明
す
る
）。
ド
イ
ツ
の
こ
の
方
法
は
、
国
際
刑
法
の
要
求
と
国
内
刑
事
司
法
制
度
の
実
情
の
両
方
を
考
慮
し
た
も
の
で
、

世
界
各
国
が
参
考
に
で
き
る
ド
イ
ツ
の
モ
デ
ル
を
提
供
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

具
体
的
に
言
え
ば
、「
国
際
刑
法
典
は
、
も
っ
ぱ
ら
ロ
ー
マ
規
程
の
実
体
法
的
側
面

―
刑
法
総
則
的
規
定
お
よ
び
各
則
的
規
定

―
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に
関
す
る
国
内
法
化
を
行
う
た
め
に
制
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
）
74
（
る
」。
す
な
わ
ち
実
体
法
の
側
面
で
、
ド
イ
ツ
国
際
刑
法
典
第
一
条
は
列
挙

方
式
を
採
用
し
、
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
罪
、
人
道
に
対
す
る
犯
罪
、
戦
争
犯
罪
に
対
す
る
普
遍
的
管
轄
権
の
適
用
を
明
確
に
規
定
し
て
い
る
。

「
こ
れ
に
よ
っ
て
、
国
際
刑
法
典
は
、
国
際
的
に
み
て
比
類
す
べ
き
も
の
が
な
い
ほ
ど
の
広
範
囲
に
お
い
て
国
外
犯
を
捕
捉
す
る
こ
と
に

な
っ
た）
75
（

」。
普
遍
的
管
轄
権
の
適
用
範
囲
は
、
ド
イ
ツ
国
際
刑
法
典
の
第
一
条
に
明
確
に
規
定
さ
れ
て
お
り
、
実
践
上
の
適
用
可
能
性
を

大
幅
に
高
め
て
い
る
。
ド
イ
ツ
は
、
ロ
ー
マ
規
程
の
補
完
性
の
原
則
に
従
い
、
国
内
司
法
主
権
を
維
持
す
る
目
的
で
、
国
際
犯
罪
の
防
止

と
処
罰
の
た
め
の
刑
事
司
法
制
度
の
改
善
に
積
極
的
に
取
り
組
ん
で
い
る
。

　

一
方
、
中
国
の
現
行
刑
法
第
九
条
は
、
国
際
条
約
を
引
用
す
る
形
（
援
引
式
）
で
、
締
結
ま
た
は
加
盟
し
た
国
際
条
約
に
基
づ
い
て
普

遍
的
管
轄
権
の
適
用
範
囲
を
定
め
て
い
る
。
刑
法
第
九
条
は
、
条
約
上
の
処
罰
義
務
を
前
提
と
す
る
点
で
は
、
中
国
に
お
い
て
真
の
意
味

で
の
「
純
粋
な
」
普
遍
的
管
轄
権
を
規
定
し
て
い
な
い
。
少
な
く
と
も
人
道
に
対
す
る
犯
罪
に
つ
い
て
は
、
普
遍
的
管
轄
権
を
行
使
し
て

刑
罰
を
科
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
国
際
法
の
主
体
で
あ
る
国
家
は
、
そ
れ
に
対
応
す
る
国
際
的
義
務
を
負
い
、
国
際
犯
罪
の
場
合
に
は
、

そ
れ
を
防
止
し
処
罰
す
る
義
務
を
負
う
。
こ
の
よ
う
な
国
際
的
義
務
の
履
行
は
、
国
家
主
権
の
行
使
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
。
国
際

犯
罪
（
特
に
中
核
犯
罪
）
の
防
止
と
処
罰
の
た
め
の
国
内
刑
事
司
法
制
度
を
積
極
的
に
改
善
し
、
中
国
が
国
際
刑
事
裁
判
所
の
管
轄
下
に

あ
る
犯
罪
を
訴
追
で
き
る
立
場
を
持
続
的
に
確
保
す
る
こ
と
は
、
ま
さ
に
中
国
の
国
家
主
権
を
守
る
方
策
で
あ
る
。
し
か
し
、
現
在
の
刑

法
第
九
条
は
明
ら
か
に
こ
の
要
件
を
満
た
し
て
い
な
い
の
で
、
刑
法
第
九
条
の
刑
事
管
轄
権
を
改
善
す
る
方
法
を
検
討
す
る
こ
と
が
重
要

で
あ
る
。

　

普
遍
的
管
轄
権
を
さ
ま
ざ
ま
な
視
点
か
ら
研
究
・
分
析
し
た
結
果
、
中
国
の
学
者
た
ち
は
多
様
な
見
解
を
示
し
て
い
る
。
一
部
の
学
者

は
、
刑
法
第
九
条
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
原
文
の
後
に
「
こ
の
法
律
に
規
定
が
な
い
場
合

に
は
、
中
華
人
民
共
和
国
が
保
留
を
表
明
し
た
場
合
を
除
き
、
中
華
人
民
共
和
国
が
締
結
し
又
は
参
加
し
た
国
際
条
約
の
規
定
の
適
用
を

参
照
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
い
う
一
項
を
追
加
す
る
の
で
あ
）
76
（

る
。
高
秀
東
は
、
刑
法
の
旧
第
九
条
を
第
一
項
と
し
、
第
二
項
を
追
加
す
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る
こ
と
を
提
案
し
た
。
す
な
わ
ち
、「
外
国
人
が
中
華
人
民
共
和
国
の
領
域
外
で
外
国
人
ま
た
は
他
国
に
対
し
て
前
項
の
犯
罪
を
犯
し
た

場
合
、
中
華
人
民
共
和
国
は
、
行
為
者
が
中
華
人
民
共
和
国
の
領
域
内
に
い
る
と
き
は
、
条
約
に
基
づ
く
義
務
の
範
囲
内
で
刑
事
管
轄
権

を
行
使
す
）
77
（
る
」。
し
か
し
、
そ
れ
ら
の
前
提
条
件
と
な
る
の
は
、
人
道
に
対
す
る
犯
罪
を
規
定
す
る
国
際
条
約
へ
の
加
盟
で
あ
る
こ
と
に

変
わ
り
は
な
く
、
ま
た
は
中
国
の
刑
法
第
三
条
に
規
定
さ
れ
た
罪
刑
法
定
主
義
の
要
件
も
満
た
し
て
い
な
い
。
ま
た
、
普
遍
的
管
轄
権
の

適
用
範
囲
は
、
慣
習
国
際
法
の
下
で
認
め
ら
れ
た
犯
罪
に
ま
で
拡
大
さ
れ
る
べ
き
だ
と
い
う
主
張
も
あ
る
。
そ
こ
で
、
刑
法
第
九
条
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
こ
と
も
提
案
し
て
い
る
。「
こ
の
法
律
は
、
行
為
者
が
中
華
人
民
共
和
国
の
領
域
内
に
い
る
場
合
、
中
華
人
民
共
和

国
が
締
結
し
又
は
参
加
し
た
国
際
条
約
に
基
づ
く
犯
罪
行
為
に
対
し
て
は
、
中
華
人
民
共
和
国
が
負
う
条
約
の
義
務
の
範
囲
内
で
刑
事
管

轄
権
を
行
使
す
る
場
合
に
適
用
さ
れ
る
。
こ
の
法
律
は
、
慣
習
国
際
法
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
犯
罪
に
つ
い
て
も
適
用
す
る
こ
と
が
で

き
）
78
（
る
」。
人
道
に
対
す
る
犯
罪
は
慣
習
国
際
法
で
規
定
さ
れ
た
国
際
犯
罪
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
規
定
に
よ
れ
ば
、
中
国
は
人
道
に
対
す

る
犯
罪
に
つ
い
て
普
遍
的
管
轄
権
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
慣
習
国
際
法
で
規
定
さ
れ
た
犯
罪
の
範
囲
は
不
明
確
で
あ
り
、
司
法

実
践
に
お
け
る
適
用
の
指
針
を
欠
い
て
い
る
。
一
方
、
宋
傑
は
刑
法
第
九
条
を
改
正
し
、
次
の
よ
う
に
修
正
す
る
こ
と
を
主
張
し
た
。

「
中
華
人
民
共
和
国
は
、
戦
争
犯
罪
、
人
道
に
対
す
る
犯
罪
、
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
罪
お
よ
び
侵
略
犯
罪
が
ど
こ
で
犯
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て

も
、
そ
の
管
轄
権
を
有
す
る
。
本
法
は
、
国
際
連
合
安
全
保
障
理
事
会
の
決
議
に
基
づ
き
設
置
さ
れ
た
国
際
刑
事
裁
判
所
の
管
轄
下
に
あ

る
犯
罪
に
つ
い
て
も
、
当
該
被
疑
者
が
中
華
人
民
共
和
国
の
領
域
内
に
存
在
す
る
限
り
、
適
用
さ
れ
る
も
の
と
す
る
」
重
大
犯
罪
の
行
為

者
は
、
適
切
か
つ
真
正
に
捜
査
さ
れ
、
訴
追
さ
れ
、
処
罰
さ
れ
る
べ
き
だ
が
、
不
処
罰
を
終
わ
ら
せ
る
と
い
う
目
的
が
、
普
遍
的
管
轄
権

の
濫
用
と
い
う
結
果
を
生
み
出
さ
な
い
こ
と
が
重
要
で
あ
）
79
（

る
。

　

こ
の
点
、
筆
者
は
、
同
じ
大
陸
法
系
で
あ
る
ド
イ
ツ
の
普
遍
的
管
轄
権
に
関
す
る
規
定
は
、
中
国
の
普
遍
的
管
轄
権
の
規
定
を
改
善
す

る
た
め
の
参
考
と
な
る
と
考
え
て
い
る
。
そ
の
理
由
の
一
つ
は
一
九
八
〇
年
代
半
ば
以
降
、
中
国
の
刑
法
学
者
た
ち
は
、
ド
イ
ツ
や
日
本

の
学
説
を
参
照
す
る
傾
向
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
、
中
国
刑
法
第
二
章
第
三
節
の
「
共
同
犯
罪
」
の
項
で
は
、
正
犯
と
共
同
正
犯
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と
い
う
概
念
は
明
示
的
に
は
扱
わ
れ
て
い
な
い
が
、
正
犯
と
共
同
正
犯
と
い
う
概
念
は
、
中
国
刑
法
の
理
論
的
な
議
論
で
は
頻
繁
に
用
い

ら
れ
る
。
そ
し
て
も
う
一
つ
の
理
由
は
、
中
国
の
学
界
で
は
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
罪
と
戦
争
犯
罪
を
普
遍
的
管
轄
権
の
適
用
範
囲
と
す
る
こ
と

に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
異
論
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
筆
者
は
、
刑
法
第
九
条
は
、
ド
イ
ツ
国
際
刑
法
第
一
条
の
規
定
を
参
照

し
て
、
列
挙
方
式
を
採
用
し
、
普
遍
的
管
轄
権
が
適
用
さ
れ
る
犯
罪
を
具
体
的
に
刑
法
に
明
記
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。
例
え
ば
、

「
中
華
人
民
共
和
国
が
締
結
し
又
は
参
加
し
た
国
際
条
約
に
規
定
さ
れ
て
い
る
犯
罪
行
為
に
対
し
て
は
、
中
華
人
民
共
和
国
が
条
約
に
基

づ
い
て
義
務
を
負
う
範
囲
内
で
刑
事
管
轄
権
を
行
使
す
る
と
き
、
こ
の
法
律
を
適
用
す
る；

戦
争
犯
罪
、
人
道
に
対
す
る
犯
罪
、
ジ
ェ
ノ

サ
イ
ド
罪
に
つ
い
て
は
、
行
為
が
国
外
で
行
わ
れ
、
か
つ
、
内
国
と
の
関
連
性
を
有
し
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
こ
の
法
律
を
適
用
す

る
」
と
い
っ
た
規
定
と
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

　

人
道
に
対
す
る
犯
罪
に
対
す
る
普
遍
的
管
轄
権
の
規
定
は
、
中
国
の
司
法
主
権
を
守
る
の
に
有
益
で
あ
る
一
方
で
、
か
か
る
事
案
の
大

量
の
被
害
者
が
中
国
の
裁
判
所
に
刑
事
告
訴
を
行
う
こ
と
に
も
つ
な
が
り
か
ね
な
い
。
中
国
と
は
何
の
関
連
性
の
な
い
人
道
に
対
す
る
犯

罪
を
訴
追
す
る
こ
と
は
、
証
拠
収
集
と
裁
判
手
続
き
を
さ
ら
に
複
雑
に
し
、
捜
査
、
訴
追
、
裁
判
に
大
き
な
資
源
を
必
要
と
し
、
国
家
に

さ
ら
な
る
司
法
負
担
を
強
い
る
こ
と
は
必
至
で
あ
る
。
国
際
刑
法
典
第
一
条
に
従
い
、
国
際
犯
罪
を
犯
し
た
者
を
、
そ
の
国
籍
、
犯
罪
の

実
行
地
、
被
害
者
の
国
籍
に
関
係
な
く
起
訴
す
る
こ
と
を
ド
イ
ツ
に
認
め
る
こ
と
は
、
同
様
に
、
ド
イ
ツ
の
刑
事
司
法
制
度
に
過
度
の
負

担
を
強
い
る
結
果
に
も
な
り
う
る
。
こ
の
問
題
を
解
決
す
る
た
め
、
ド
イ
ツ
は
手
続
法
の
側
面
か
ら
普
遍
的
管
轄
権
を
限
定
し
て
お
り
、

犯
罪
が
ド
イ
ツ
と
関
係
が
な
く
て
も
実
体
法
は
適
用
さ
れ
る
が
、
裁
判
所
に
よ
る
普
遍
的
管
轄
権
の
行
使
は
手
続
法
の
規
定
で
限
定
さ
れ

る
。
世
界
主
義
に
関
す
る
一
条
と
密
接
に
関
係
す
る
規
定
と
し
て
、
ド
イ
ツ
刑
事
訴
訟
法
一
五
三
条
が
導
入
さ
れ
た
。
そ
し
て
「
同
条
は
、

国
外
犯
に
関
す
る
検
察
官
の
訴
追
裁
量
（
ド
イ
ツ
で
は
例
外
と
さ
れ
る
、
一
種
の
起
訴
便
宜
主
義
）
に
つ
い
て
の
規
定
で
あ
る
が
、
世
界
主
義

に
基
づ
い
て
国
際
刑
法
典
の
場
所
的
適
用
範
囲
が
広
く
確
保
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
の
バ
ラ
ン
ス
を
図
る
機
能
を
果
た
し
て
い
）
80
（

る
」。

　

刑
事
訴
訟
法
第
一
五
三
条
⒡
（「
国
際
刑
法
典
に
基
づ
く
犯
罪
行
為
の
場
合
の
不
訴
追
」）
は
以
下
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
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「
㈠
検
察
官
は
、
第
一
五
三
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
の
事
案
に
お
い
て
、
国
際
刑
法
典
第
六
条
か
ら
第
一
五
条
に
基
づ
い
て
可
罰

的
で
あ
る
行
為
に
関
し
て
、
被
疑
者
が
国
内
に
所
在
し
て
お
ら
ず
、
か
つ
そ
の
所
在
も
見
込
ま
れ
な
い
場
合
に
は
、
訴
追
を
行
わ
な
い
こ

と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
第
一
五
三
条
第
一
項
第
一
号
の
事
案
に
お
い
て
、
被
疑
者
が
ド
イ
ツ
国
民
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
行
為
が
、

国
際
的
な
裁
判
所
に
お
い
て
訴
追
さ
れ
、
又
は
自
国
の
領
域
に
お
い
て
そ
の
行
為
が
行
わ
れ
、
若
し
く
は
自
国
民
が
そ
の
行
為
に
よ
っ
て

被
害
を
受
け
た
国
に
よ
っ
て
訴
追
さ
れ
る
と
き
に
限
り
、
訴
追
を
行
わ
な
い
こ
と
が
で
き
る
」。
ド
イ
ツ
の
刑
事
訴
訟
法
は
、
一
五
二
条

で
一
般
原
則
と
し
て
強
制
起
訴
の
原
則
を
定
め
て
い
る
が
、
一
五
三
条
⒡
で
特
に
国
際
刑
法
典
に
基
づ
く
犯
罪
に
適
用
さ
れ
る
例
外
も
定

め
て
い
）
81
（

る
。
本
条
は
、
検
察
官
に
手
続
法
上
一
定
の
訴
追
裁
量
権
を
与
え
、
こ
の
よ
う
な
案
件
の
一
部
を
訴
追
の
対
象
か
ら
排
除
す
る
も

の
で
あ
る
。
ま
ず
、
刑
事
訴
訟
法
第
一
五
三
条
⒡
に
よ
れ
ば
、
被
疑
者
が
国
内
に
所
在
し
て
お
ら
ず
、
か
つ
そ
の
所
在
も
見
込
ま
れ
な
い

場
合
に
は
、
検
察
官
は
、
国
際
犯
罪
を
訴
追
す
る
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
訴
追
裁
量
権
を
有
し
て
い
る
。
次
に
、
被
疑
者
が
ド
イ
ツ
国
民

で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
行
為
が
、
国
際
的
な
裁
判
所
に
お
い
て
訴
追
さ
れ
、
又
は
自
国
の
領
域
に
お
い
て
そ
の
行
為
が
行
わ
れ
、
若
し

く
は
自
国
民
が
そ
の
行
為
に
よ
っ
て
被
害
を
受
け
た
国
に
よ
っ
て
訴
追
さ
れ
る
と
き
、
検
察
官
は
特
別
に
訴
追
を
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

「
ド
イ
ツ
立
法
者
の
見
解
で
は
、
普
遍
的
管
轄
権
に
基
づ
く
第
三
国
の
管
轄
権
は
補
足
的
管
轄
権
と
し
て
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
案

件
と
の
関
連
性
が
よ
り
強
い
国
に
優
先
的
管
轄
権
が
与
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
）
82
（

る
」。
普
遍
的
管
轄
権
を
制
限
す
る
た
め
に
刑
事
訴
訟
法
を

整
備
し
、
国
内
の
刑
事
司
法
制
度
に
過
大
な
負
担
を
か
け
な
い
よ
う
に
す
る
と
い
う
ド
イ
ツ
の
方
法
は
、
中
国
に
も
示
唆
を
与
え
て
い
る
。

筆
者
は
、
中
華
人
民
共
和
国
刑
事
訴
訟
法
第
一
六
条
の
刑
事
責
任
の
不
問
に
関
す
る
規
定
を
改
正
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
考
え
て
い

る
。
外
国
人
が
国
外
で
外
国
人
に
対
し
て
犯
し
た
人
道
に
対
す
る
犯
罪
に
つ
い
て
は
、
被
疑
者
が
中
国
国
内
に
お
ら
ず
、
今
後
も
中
国
国

内
に
滞
在
し
な
い
場
合
に
は
、
普
遍
的
管
轄
権
が
適
用
さ
れ
る
例
外
と
す
る
こ
と
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　

上
記
の
こ
と
か
ら
、
中
国
の
刑
法
第
九
条
が
曖
昧
で
実
効
性
に
欠
け
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
普
遍
的
管
轄
権
の
役
割
と
価
値
が
真

に
有
効
で
あ
る
た
め
に
は
、
中
国
の
刑
法
第
九
条
は
以
下
の
条
件
を
満
た
す
よ
う
に
改
正
す
る
必
要
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
刑
法
第
九
条
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に
規
定
さ
れ
て
い
る
普
遍
的
管
轄
権
が
、
人
道
に
対
す
る
犯
罪
、
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
罪
と
戦
争
犯
罪
に
適
用
さ
れ
る
こ
と
と
、
上
述
し
た
刑

事
訴
訟
法
上
の
制
度
の
規
定
の
改
正
で
あ
る
。
次
章
で
は
、
人
道
に
対
す
る
犯
罪
の
実
体
法
的
側
面
の
国
内
法
化
を
ど
う
実
現
し
う
る
の

か
に
つ
い
て
若
干
の
検
討
を
加
え
る
。

四　

人
道
に
対
す
る
犯
罪
を
国
内
法
に
組
み
入
れ
る
際
の
方
法
と
形
式

　
「
国
際
刑
法
の
貫
徹
・
履
行
に
は
、
諸
々
の
国
際
刑
事
法
廷
に
よ
る
貫
徹
（
直
接
的
履
行
）
と
国
内
刑
事
司
法
に
よ
る
貫
徹
（
間
接
的
履

行
）
と
が
あ
）
83
（

る
」。
た
だ
し
、
現
在
の
国
際
社
会
で
は
、
国
際
刑
法
の
間
接
的
履
行
、
す
な
わ
ち
国
内
法
を
通
じ
た
国
際
犯
罪
の
訴
追
が

重
要
性
を
増
し
て
い
る
と
い
え
る
。
ロ
ー
マ
規
程
に
よ
っ
て
創
設
さ
れ
た
制
度
も
、
こ
の
潮
流
を
反
映
し
て
い
る
。
ロ
ー
マ
規
程
の
前
文

に
は
、
こ
の
規
程
に
基
づ
い
て
設
立
す
る
国
際
刑
事
裁
判
所
が
国
家
の
刑
事
裁
判
権
を
「
補
完
」
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
い

る
（
補
完
性
の
原
則
）。「
国
際
刑
事
裁
判
所
の
設
置
の
後
も
、
国
際
法
に
反
す
る
最
も
重
大
な
犯
罪
行
為
の
訴
追
は
従
来
通
り
第
一
義
的

に
は
各
国
の
任
務
で
あ
）
84
（

る
」。
国
内
刑
法
を
国
際
刑
法
、
特
に
ロ
ー
マ
規
程
に
適
合
さ
せ
る
努
力
は
、
国
際
法
に
基
づ
く
犯
罪
の
国
内
訴

追
が
国
際
刑
事
司
法
制
度
に
と
っ
て
不
可
欠
で
あ
る
と
い
う
事
実
を
考
慮
に
入
れ
て
い
）
85
（
る
。
こ
れ
に
鑑
み
れ
ば
、
人
道
に
対
す
る
犯
罪
に

関
す
る
国
内
法
の
規
定
を
明
確
に
し
、
中
国
の
国
内
訴
追
制
度
を
改
善
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
い
え
る
。

㈠　

人
道
に
対
す
る
犯
罪
を
国
内
法
に
組
み
入
れ
る
際
の
方
法

　

中
国
の
現
行
刑
法
に
は
、
国
際
犯
罪
、
特
に
ロ
ー
マ
規
程
に
規
定
さ
れ
て
い
る
中
核
犯
罪
に
関
す
る
規
定
が
ほ
と
ん
ど
な
く
、
戦
争
犯

罪
に
関
す
る
規
定
も
限
ら
れ
て
お
り
、
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
罪
や
人
道
に
対
す
る
犯
罪
に
関
す
る
規
定
は
な
）
86
（
い
。
し
た
が
っ
て
、
人
道
に
対
す

る
犯
罪
を
ど
の
よ
う
に
国
内
法
に
導
入
す
る
か
は
、
と
て
も
重
要
な
課
題
で
あ
る
。
ロ
ー
マ
規
程
は
、
現
段
階
で
は
人
道
に
対
す
る
犯
罪
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に
関
す
る
も
っ
と
も
権
威
あ
る
国
際
条
約
で
あ
り
、
そ
の
第
七
条
は
人
道
に
対
す
る
犯
罪
に
関
す
る
詳
細
な
規
定
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し

て
、
中
国
が
今
後
締
約
国
と
な
っ
た
場
合
に
、
国
内
法
の
改
善
は
ロ
ー
マ
規
程
に
よ
っ
て
奨
励
さ
れ
て
お
り
、
た
と
え
中
国
が
締
約
国
で

な
く
て
も
、
人
道
に
対
す
る
犯
罪
に
関
す
る
国
内
法
を
改
善
し
た
い
の
で
あ
れ
ば
、
ロ
ー
マ
規
程
を
参
照
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
し
て
、

条
文
草
案
は
、
人
道
に
対
す
る
犯
罪
を
専
門
的
に
規
定
す
る
国
際
条
約
で
あ
る
。「
人
道
に
対
す
る
犯
罪
の
多
様
な
定
義
（
構
成
要
件
）

が
定
め
ら
れ
る
中
で
、
Ｉ
Ｌ
Ｃ
条
文
草
案
は
、
将
来
的
に
、
第
二
条
の
定
め
る
『
定
義
』（
構
成
要
件
）
を
確
立
し
た
（established

）
慣

習
国
際
法
と
し
て
定
着
さ
せ
る
べ
く
規
範
的
方
向
性
を
示
し
た
点
に
歴
史
的
意
義
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
）
87
（
る
」。
そ
こ
で
本
章
で
は
、
人
道

に
対
す
る
犯
罪
の
国
内
法
に
組
み
入
れ
る
際
の
い
く
つ
か
の
選
択
肢
に
つ
い
て
、
ド
イ
ツ
と
日
本
を
例
に
、
ロ
ー
マ
規
程
と
条
文
草
案
を

参
照
し
な
が
ら
若
干
の
検
討
を
行
う
。

1　

一
般
刑
法
の
直
接
適
用

　

国
際
犯
罪
に
関
す
る
国
家
の
選
択
肢
の
一
つ
は
、
国
際
犯
罪
を
国
内
法
に
取
り
込
ま
ず
、
一
般
刑
法
（
例
え
ば
、
監
禁
、
殺
人
罪
な
ど
の

よ
う
な
通
常
犯
罪
）
を
通
じ
て
国
際
犯
罪
を
処
罰
・
訴
追
す
る
こ
と
で
あ
る
。「
日
本
は
、
ロ
ー
マ
規
程
に
で
き
る
だ
け
早
く
加
盟
す
る
た

め
に
、
こ
の
方
式
を
選
択
し
、『
で
き
る
だ
け
既
存
の
国
内
法
を
活
用
』
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
）
88
（

る
」。
こ
の
方
法
は
、
ロ
ー
マ
規
程
に

よ
っ
て
排
除
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
国
内
法
の
整
備
の
負
担
を
軽
減
す
る
た
め
、
よ
り
多
く
の
国
が
ロ
ー
マ
規
程
に
加
盟
し
、
国
際
刑

事
条
約
の
制
定
に
積
極
的
に
参
加
す
る
こ
と
を
促
す
こ
と
に
も
つ
な
が
る
。
し
か
し
、
こ
の
場
合
、
国
内
法
が
国
際
犯
罪
を
ど
こ
ま
で
カ

バ
ー
し
て
い
る
の
か
、
人
道
に
対
す
る
犯
罪
の
よ
う
な
中
核
犯
罪
を
適
切
に
処
罰
・
訴
追
す
る
こ
と
が
、
可
能
か
ど
う
か
が
問
題
と
な
り

う
る
。
ま
た
、
国
際
犯
罪
と
通
常
犯
罪
の
構
成
要
件
や
保
護
法
益
の
間
に
間
隙
な
い
し
齟
齬
が
生
じ
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
ま
ず
、
構

成
要
件
に
つ
い
て
、「
国
際
刑
事
法
に
お
い
て
、『
国
際
法
上
の
犯
罪
』
と
は
、
犯
罪
の
構
成
要
件
ま
た
は
『
構
成
要
件
決
定
の
枠
組
み
』

が
国
際
法
に
よ
り
直
接
に
定
め
ら
れ
て
い
る
犯
罪
と
定
義
さ
れ
る
こ
と
が
あ
）
89
（
る
」。
し
た
が
っ
て
、
国
際
犯
罪
の
構
成
要
件
は
、
通
常
犯
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罪
と
比
較
し
て
特
殊
性
を
有
し
て
い
る
。
人
道
に
対
す
る
犯
罪
を
例
に
と
る
と
、
ロ
ー
マ
規
程
第
七
条
で
は
次
の
よ
う
に
規
定
さ
れ
て
い

る
。「
人
道
に
対
す
る
犯
罪
と
は
、
文
民
た
る
住
民
に
対
す
る
攻
撃
で
あ
っ
て
広
範
又
は
組
織
的
な
も
の
の
一
部
と
し
て
、
そ
の
よ
う
な

攻
撃
で
あ
る
と
認
識
し
つ
つ
行
う
次
の
い
ず
れ
か
の
行
為
を
い
う
」。
人
道
に
対
す
る
犯
罪
と
は
、
広
範
又
は
組
織
的
に
行
わ
れ
る
犯
罪

で
あ
る
と
こ
ろ
、
中
国
の
劉
大
群
（
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
裁
判
官
）
は
、「
人
道
に
対
す
る
犯
罪
の
二
つ
の
前
提
条
件
は
、
第
一
に
、
組
織
的
に
行
わ

れ
る
こ
と
、
第
二
に
、
犯
罪
の
実
行
規
模
が
広
範
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
は
国
際
法
に
お
け
る
人
道
に
対
す
る
犯
罪

と
国
内
法
に
お
け
る
通
常
犯
罪
と
の
重
要
な
区
別
で
あ
る
」
と
指
摘
し
て
い
）
90
（
る
。
し
か
し
、
国
内
刑
法
に
お
け
る
殺
人
罪
、
傷
害
罪
、
監

禁
罪
、
強
姦
罪
に
は
、
こ
の
よ
う
な
広
範
性
や
組
織
性
に
関
す
る
構
成
要
件
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。
こ
の
点
、
ド
イ
ツ
国
際
刑
法
典
が
発

効
す
る
前
に
も
同
様
の
問
題
が
あ
っ
た
。
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
オ
ス
テ
ン
は
「
人
道
に
対
す
る
罪
の
場
合
に
お
い
て
は
、
ド
イ
ツ
刑
法
の
改
正

が
必
要
だ
と
思
わ
れ
た
。
ド
イ
ツ
の
刑
法
で
は
、
人
道
に
対
す
る
犯
罪
の
、
個
々
の
行
為
を
超
え
た
『
組
織
的
な
性
質
』
に
よ
る
不
法
の

重
大
性
は
把
握
さ
れ
て
い
な
か
っ
）
91
（
た
」
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
現
行
中
国
刑
法
第
四
章
「
国
民
の
身
体
の
権
利
及
び
民
主
的
権
利
を
侵

害
す
る
罪
」
の
規
定
に
基
づ
き
、
第
二
三
二
条
殺
人
罪
、
第
二
三
四
条
故
意
傷
害
罪
、
第
二
三
六
条
強
姦
罪
、
第
二
三
八
条
不
法
監
禁
罪

の
い
ず
れ
も
、「
広
範
又
は
組
織
的
な
」
の
構
成
要
件
を
含
ん
で
い
な
い
。
例
え
ば
、
中
国
刑
法
第
二
三
二
条
は
「
故
意
に
人
を
殺
し
た

者
は
、
死
刑
、
無
期
懲
役
又
は
一
〇
年
以
上
の
懲
役
に
処
す
る
。
情
状
が
軽
い
場
合
は
、
三
年
以
上
一
〇
年
以
下
の
懲
役
に
処
す
る
」
と

規
定
し
て
い
る
。
も
し
人
道
に
対
す
る
犯
罪
の
一
つ
で
あ
る
殺
人
行
為
が
、
中
国
刑
法
第
二
三
二
条
に
規
定
さ
れ
る
殺
人
罪
で
訴
追
・
処

罰
さ
れ
る
場
合
、
と
り
わ
け
ロ
ー
マ
規
程
第
七
条
に
よ
る
組
織
性
・
広
範
性
の
要
件
が
捕
捉
さ
れ
な
い
こ
と
と
な
る
の
で
あ
っ
て
、
両
者

の
構
成
要
件
の
違
い
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
し
て
ロ
ー
マ
規
程
に
つ
い
て
、「
人
道
に
対
す
る
犯
罪
に
関
し
て
は
、
第
七
条
二
項
に
よ
る

同
条
一
項
列
挙
行
為
の
例
示
な
い
し
定
義
に
よ
っ
て
も
構
成
要
件
が
明
確
に
な
ら
な
い
も
の
が
あ
り
、
こ
れ
が
既
存
刑
法
に
受
容
す
る
場

合
に
大
き
な
問
題
と
な
ろ
う
」
と
さ
れ
て
い
）
92
（

る
。

　

次
に
、
保
護
法
益
に
つ
い
て
は
、
殺
人
罪
、
故
意
傷
害
罪
、
強
姦
罪
、
不
法
監
禁
罪
は
す
べ
て
、
国
民
の
身
体
の
権
利
及
び
民
主
的
権
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利
を
侵
害
す
る
罪
を
扱
う
刑
法
第
四
章
に
規
定
さ
れ
て
お
り
、
保
護
法
益
は
国
民
個
人
の
人
格
的
・
民
主
的
権
利
（
個
人
的
法
益
）
で
あ

る
。「
こ
の
点
、
日
本
刑
法
に
お
い
て
も
殺
人
罪
、
傷
害
罪
、
強
制
性
交
、
逮
捕
・
監
禁
罪
の
よ
う
な
個
人
的
法
益
に
対
す
る
罪
が
あ
る
。

し
か
し
、
人
道
に
対
す
る
犯
罪
の
場
合
に
は
、
世
界
の
平
和
と
安
全
に
対
す
る
脅
威
は
、
文
民
た
る
住
民
の
基
本
的
人
権
に
対
す
る
組
織

的
ま
た
は
広
汎
な
侵
害
行
為
に
あ
）
93
（

る
」。
も
ち
ろ
ん
、
人
道
に
対
す
る
犯
罪
も
、
個
人
の
生
命
、
健
康
、
自
由
、
尊
厳
を
あ
る
程
度
保
護

す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
上
で
、「
人
道
に
対
す
る
犯
罪
を
規
定
す
る
諸
規
則
は
、
行
為
者
の
行
為
に
言
及
し
て
お
り
、
そ
れ
は

被
害
者
に
直
接
向
け
ら
れ
た
も
の
だ
け
で
な
く
、
人
類
全
体
に
向
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
…
…
こ
れ
ら
の
犯
罪
は
重
大
か
つ
罪
深
き
も
の

で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
人
類
に
対
す
る
尊
厳
へ
の
極
め
て
厳
重
な
攻
撃
で
あ
る
…
…
人
道
に
対
す
る
犯
罪
の
こ
の
側
面
は
、
直
接
的
な
被

害
者
の
利
益
よ
り
も
広
範
な
利
益
を
侵
害
し
…
…
こ
の
犯
罪
の
本
質
的
な
要
素
が
表
れ
る
…
）
94
（
…
」。
以
上
か
ら
明
ら
か
な
の
は
、
人
道
に

対
す
る
犯
罪
の
構
成
要
件
と
そ
の
保
護
法
益
に
つ
い
て
は
、
中
国
の
現
行
刑
法
で
は
包
摂
し
き
れ
な
い
性
質
の
も
の
が
あ
り
、
そ
し
て
そ

の
可
罰
性
が
充
分
に
担
保
さ
れ
て
い
な
い
も
の
も
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

日
本
の
状
況
に
目
を
転
じ
る
と
、
日
本
は
国
内
法
の
整
備
が
な
い
ま
ま
、
ロ
ー
マ
規
程
に
加
盟
し
、
い
わ
ゆ
る
最
低
限
度
対
応
（
ミ
ニ

マ
リ
ス
ト
）
方
式
を
選
択
し
た
が
、
Ｉ
Ｃ
Ｃ
対
象
犯
罪
の
国
内
法
化
に
お
い
て
も
日
本
に
は
一
定
の
成
果
が
あ
る
。
例
え
ば
、
日
本
で
は

Ｉ
Ｃ
Ｃ
加
盟
以
前
の
立
法
措
置
に
基
づ
い
て
既
に
戦
争
犯
罪
の
訴
追
処
罰
は
概
ね
可
能
と
な
っ
て
い
）
95
（

た
。
さ
ら
に
、
人
道
に
対
す
る
犯
罪

の
国
内
化
に
つ
い
て
は
、
日
本
で
は
正
式
加
盟
前
に
議
論
が
一
定
程
度
な
さ
れ
て
い
た
。
以
上
指
摘
し
た
よ
う
な
「
処
罰
の
間
隙
」
に
つ

い
て
は
、
国
会
論
議
で
は
、「
国
内
法
上
処
罰
で
き
な
い
こ
と
で
日
本
国
民
が
Ｉ
Ｃ
Ｃ
か
ら
訴
追
さ
れ
る
懸
念
が
生
じ
る
」
こ
と
が
指
摘

さ
れ
て
お
り
、
こ
の
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
「
速
や
か
に
処
罰
を
可
能
と
す
る
国
内
法
整
備
の
在
り
方
に
つ
い
て
検
討
に
努
め
る
こ

と
」
も
求
め
ら
れ
て
い
）
96
（
る
。
つ
ま
り
、
ロ
ー
マ
規
程
へ
の
加
盟
は
、
国
際
犯
罪
に
関
す
る
日
本
の
国
内
法
整
備
を
め
ぐ
る
議
論
に
一
定
の

刺
激
を
与
え
た
こ
と
が
見
受
け
ら
れ
る
。

　

筆
者
は
、
中
国
は
、
ま
ず
、
国
内
刑
事
司
法
制
度
の
在
り
方
を
詳
し
く
検
討
し
、
国
内
法
で
国
際
犯
罪
（
特
に
中
核
犯
罪
）
を
処
罰
・



法学政治学論究　第139号（2023.12）

110

訴
追
す
る
可
能
性
が
ど
の
程
度
あ
る
の
か
を
明
確
に
把
握
し
た
上
で
、
ロ
ー
マ
規
程
へ
の
で
き
る
だ
け
早
い
加
盟
の
可
能
性
を
検
討
す
る

と
と
も
に
、
上
述
の
条
文
草
案
の
制
定
プ
ロ
セ
ス
に
積
極
的
に
参
加
す
る
こ
と
も
期
待
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
。
筆
者
は
、
も
し
中
核
犯

罪
に
該
当
す
る
行
為
が
、
中
国
に
お
い
て
訴
追
・
処
罰
さ
れ
る
こ
と
と
な
れ
ば
、
国
内
法
の
通
常
犯
罪
に
基
づ
い
て
そ
れ
を
適
切
に
訴

追
・
処
罰
で
き
る
可
能
性
は
現
在
の
と
こ
ろ
ほ
と
ん
ど
な
い
と
考
え
る
。
こ
れ
に
続
い
て
、
国
際
犯
罪
を
国
内
法
に
お
い
て
規
定
す
る
た

め
に
積
極
的
な
立
法
作
業
が
行
わ
れ
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
し
か
し
、
中
国
の
現
行
刑
法
に
国
際
犯
罪
に
関
す
る
規
定
が
欠
け
て
い
る

こ
と
、
国
際
犯
罪
と
通
常
犯
罪
の
間
に
間
隙
が
あ
る
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
国
際
犯
罪
を
防
止
し
処
罰
す
る
義
務
を
履
行
す
る
た
め
に
は
、

「
不
導
入
」（
通
常
犯
罪
に
よ
る
対
応
）
が
中
国
に
と
っ
て
最
適
な
選
択
で
は
な
い
と
筆
者
は
考
え
る
。
さ
ら
に
法
的
に
言
え
ば
、
あ
る
国
が

国
内
刑
法
に
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
罪
、
人
道
に
対
す
る
犯
罪
、
戦
争
犯
罪
、
侵
略
犯
罪
に
関
す
る
規
定
を
定
め
て
い
る
場
合
、
こ
れ
は
そ
の
国

が
こ
れ
ら
の
犯
罪
の
責
任
者
を
捜
査
し
裁
判
に
か
け
る
「
意
思
」
お
よ
び
「
能
力
」
が
あ
る
（
ロ
ー
マ
規
程
一
七
条
参
照
）
こ
と
の
一
応
の

証
左
と
も
な
り
う
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
ロ
ー
マ
規
程
の
補
完
性
の
原
則
に
従
い
、
国
際
犯
罪
に
関
す
る
国
内
法
を
改
善
す
る
こ
と

は
、
国
家
主
権
の
保
障
に
も
役
立
っ
て
い
る
と
い
え
る
。

2　

完
全
な
導
入

　

も
う
一
つ
の
方
法
で
あ
る
「
完
全
な
導
入
」
と
は
、
そ
の
国
が
加
盟
し
て
い
る
国
際
条
約
に
規
定
さ
れ
て
い
る
犯
罪
が
そ
の
ま
ま
国
内

法
に
規
定
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
少
な
く
と
も
一
見
し
た
と
こ
ろ
、
国
際
法
に
と
っ
て
最
も
友
好
的
な
解
決
方
法
は
、
国
内
法
を

ロ
ー
マ
規
程
の
よ
う
な
実
体
法
に
完
全
に
合
致
さ
せ
る
こ
と
に
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
）
97
（
る
。「
立
法
措
置
を
回
避
す
る
の
で
は
な
く
、
対
照

的
な
方
策
と
し
て
、
ロ
ー
マ
規
程
の
内
容
と
完
全
に
一
致
し
た
国
内
立
法
を
行
う
選
択
肢
も
考
え
ら
れ
）
98
（
る
」。
国
際
刑
事
裁
判
所
の
設
立

に
対
す
る
カ
ナ
ダ
の
積
極
的
な
姿
勢
は
、
ロ
ー
マ
外
交
会
議
で
明
ら
か
に
な
り
、
ロ
ー
マ
規
程
の
批
准
と
同
時
に
、
カ
ナ
ダ
は
完
全
な
導

入
の
方
式
を
採
択
し
た
。
す
な
わ
ち
、「『
人
道
に
対
す
る
犯
罪
お
よ
び
戦
争
犯
罪
に
関
す
る
法
律
』
は
、
ロ
ー
マ
規
程
の
関
連
条
項
お
よ
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び
原
則
を
参
照
し
て
、
二
〇
〇
〇
年
六
月
二
九
日
に
制
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
ロ
ー
マ
規
程
対
象
犯
罪
を
国
内
法
上
の
犯
罪
と
し
、
被

疑
者
や
証
人
の
Ｉ
Ｃ
Ｃ
へ
の
引
渡
や
司
法
共
助
を
も
可
能
に
し
た
法
律
で
あ
）
99
（

る
」。
ま
た
、
ロ
ー
マ
規
程
に
お
け
る
人
道
に
対
す
る
犯
罪

と
戦
争
犯
罪
の
定
義
の
原
文
は
、
付
属
と
し
て
同
法
に
添
付
さ
れ
て
、
そ
れ
以
上
の
定
義
は
規
定
さ
れ
て
い
な
）
100
（
い
。
カ
ナ
ダ
の
完
全
な
導

入
の
方
式
は
、
国
際
犯
罪
に
関
す
る
国
際
条
約
の
規
定
を
変
更
す
る
こ
と
な
く
国
内
法
に
導
入
す
る
も
の
で
あ
り
、
国
際
条
約
を
尊
重
す

る
姿
勢
は
間
違
い
な
く
評
価
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
方
法
は
既
存
の
国
内
法
に
衝
突
す
る
可
能
性
も
あ
る
。
例
え
ば
、

条
文
草
案
の
第
六
）
101
（
条
の
四
は
、「
中
華
人
民
共
和
国
公
務
員
法
」（
以
下
、「
公
務
員
法
」
と
い
う
）
第
六
〇
条
（
公
務
員
が
上
司
の
命
令
に
同
意

し
な
い
が
、
そ
れ
で
も
そ
の
命
令
を
遂
行
し
よ
う
と
す
る
場
合
、
そ
の
公
務
員
自
身
は
そ
の
命
令
を
遂
行
し
た
結
果
に
つ
い
て
責
任
を
負
わ
な
い
）
に
抵

触
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
。
次
に
、
国
際
条
約
の
構
成
要
件
が
不
明
確
で
あ
る
場
合
に
は
、
中
国
刑
法
第
三
条
に
基
づ
く
罪
刑
法
定
主
義
に

抵
触
し
う
る
。
人
道
に
対
す
る
罪
に
つ
い
て
は
最
も
詳
細
に
規
定
さ
れ
て
い
る
ロ
ー
マ
規
程
で
さ
え
、「
構
成
要
件
の
明
確
性
を
確
保
す

る
た
め
に
、
ロ
ー
マ
規
程
九
条
に
基
づ
き
犯
罪
構
成
要
件
文
書
が
作
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
考
慮
し
て
も
な
お
、
そ
れ
で
も
な
お
不
明
確

さ
は
残
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
）
102
（
る
」。
し
た
が
っ
て
筆
者
は
、
完
全
な
導
入
は
中
国
に
は
適
さ
な
い
と
考
え
る
。

3　

修
正
を
施
し
た
上
で
の
導
入

　

三
つ
目
の
方
法
は
、
国
際
刑
法
の
規
定
を
修
正
し
、
そ
れ
を
国
内
法
に
導
入
す
る
こ
と
で
あ
る
。
一
つ
明
確
に
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
の
は
、
ロ
ー
マ
規
程
や
条
文
草
案
が
国
内
法
に
導
入
さ
れ
る
場
合
、
こ
の
方
法
に
は
違
い
が
生
じ
る
と
い
う
こ
と
だ
。
ロ
ー
マ
規

程
が
対
象
犯
罪
の
犯
罪
化
を
締
約
国
に
そ
も
そ
も
義
務
付
け
て
い
な
い
た
め
、
ロ
ー
マ
規
程
を
国
内
法
に
導
入
す
る
場
合
、
締
約
国
は
国

内
の
状
況
に
応
じ
て
、
改
正
す
る
か
否
か
を
選
択
す
る
こ
と
が
で
き
る
。「
当
該
締
約
国
の
国
内
刑
事
法
の
特
殊
性
に
配
慮
し
、
現
行
諸

法
規
と
の
整
合
性
を
考
慮
し
た
上
で
、
ロ
ー
マ
規
程
に
修
正
を
加
え
た
形
で
そ
の
諸
規
定
を
部
分
的
に
導
入
す
る
方
策
で
あ
）
103
（
る
」。
一
方
、

今
後
、
条
文
草
案
が
条
約
と
な
っ
た
場
合
に
は
、
締
約
国
に
犯
罪
化
義
務
が
課
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
各
国
の
立
法
の
際
の
裁
量
の
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余
地
（
選
択
肢
の
幅
）
が
大
幅
に
減
縮
さ
れ
る
。

　

修
正
を
施
し
た
上
で
の
導
入
は
ド
イ
ツ
国
際
刑
法
典
の
各
則
（
中
核
犯
罪
の
国
内
法
化
）
に
あ
た
っ
て
主
に
採
用
さ
れ
て
い
る
方
法
だ
が
、

刑
法
の
一
般
原
則
（
総
則
）
に
関
し
て
は
第
一
の
方
法
が
採
用
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
る
（
つ
ま
り
、
導
入
す
る
こ
と
な
く
、
ド
イ
ツ
刑
法

総
則
の
ほ
と
ん
ど
が
直
接
適
用
さ
れ
る
）。
ド
イ
ツ
国
際
刑
法
典
は
二
つ
の
部
分
に
分
か
れ
て
い
る
。
ま
ず
第
一
章
は
刑
法
総
則
の
一
般
原
則

を
定
め
て
い
る
。
こ
こ
で
特
に
重
要
な
の
は
、
同
法
典
と
ド
イ
ツ
刑
法
と
の
関
係
を
明
確
に
し
た
第
二
条
で
あ
る
。
国
際
刑
法
典
第
二
条

は
「
一
般
法
の
適
用
こ
の
法
律
に
定
め
る
行
為
に
は
、
こ
の
法
律
の
第
一
条
、
第
三
条
か
ら
第
五
条
ま
で
及
び
第
一
三
条
第
四
項
に
特
別

の
規
定
が
な
い
限
り
、
一
般
刑
法
が
適
用
さ
れ
る
」
と
規
定
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
共
同
正
犯
や
未
遂
、
刑
事
責
任
年
齢
な
ど
、
ド
イ

ツ
刑
法
の
一
般
原
則
の
大
部
分
の
規
定
は
改
正
さ
れ
る
こ
と
な
く
適
用
さ
れ
る
。
同
時
に
こ
の
法
典
は
、
国
際
犯
罪
の
み
に
適
用
さ
れ
る

特
別
な
一
般
原
則
を
も
規
定
し
て
い
る
。
普
遍
的
管
轄
権
、
指
揮
又
は
命
令
に
基
づ
く
行
為
、
軍
の
指
揮
官
及
び
そ
の
他
の
上
官
の
責
任
、

時
効
の
不
適
用
に
関
す
る
規
定
が
そ
れ
に
あ
た
る
。「
つ
ま
り
、
Ｉ
Ｃ
Ｃ
犯
罪
の
固
有
の
性
質
に
照
ら
し
、
ド
イ
ツ
刑
法
の
総
則
を
修
正

す
る
規
定
も
国
際
刑
法
典
に
導
入
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
）
104
（

た
」。「
す
な
わ
ち
総
則
に
関
し
て
は
、
ロ
ー
マ
規
程
に
定
め
ら
れ
て
い
る
刑
法
総

則
的
規
定
の
う
ち
、
必
要
な
も
の
に
限
っ
て
国
内
法
化
が
行
わ
れ
、
そ
れ
以
外
の
も
の
に
関
し
て
は
、
二
条
『
一
般
法
の
適
用
』
に
基
づ

き
、
既
存
の
ド
イ
ツ
刑
法
典
の
総
則
等
の
適
用
が
予
定
さ
れ
て
い
）
105
（

る
」。
つ
ま
り
、
ド
イ
ツ
の
立
法
者
は
、
多
く
の
場
合
、
ド
イ
ツ
の
刑

法
総
則
の
規
定
を
適
用
す
る
と
、
ロ
ー
マ
規
程
第
三
章
の
総
則
的
規
定
と
実
質
的
な
差
異
が
生
じ
る
と
は
考
え
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
方
法
は
、
現
在
の
ド
イ
ツ
の
刑
事
司
法
制
度
と
理
論
的
枠
組
み
を
維
持
し
つ
つ
、
中
核
犯
罪
に
関
す
る
ロ
ー
マ
規
程
の
特
別

な
要
求
を
満
た
す
も
の
で
あ
る
。

　

中
国
に
目
を
転
じ
て
み
る
と
、
中
国
の
現
行
刑
法
の
総
則
は
全
五
章
に
分
か
れ
て
お
り
、
刑
法
の
一
般
原
則
や
適
用
範
囲
、
犯
罪
と
刑

罰
の
一
般
原
則
に
つ
い
て
詳
細
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
ロ
ー
マ
規
程
第
二
一
条
第
一
項
⒞
に
基
づ
き
、
国
内
刑
法
の
一
般
原
則

の
適
用
が
期
待
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
中
国
の
刑
法
の
総
則
に
定
め
ら
れ
た
一
般
原
則
は
、
国
際
犯
罪
の
適
用
に
と
っ
て
望
ま
し
い
も
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の
で
あ
る
が
、
国
際
刑
法
の
特
殊
性
に
鑑
み
れ
ば
、
国
際
犯
罪
に
適
用
さ
れ
る
特
殊
原
則
の
中
に
は
、
中
国
の
既
存
の
国
内
法
と
抵
触
す

る
も
の
も
あ
り
、
国
内
刑
事
司
法
制
度
に
基
づ
い
て
修
正
を
加
え
た
上
で
国
内
法
に
導
入
す
る
必
要
が
あ
る
。
例
え
ば
、
前
述
の
上
官
命

令
（
の
抗
弁
）
の
問
題
に
関
し
て
、
条
文
草
案
第
六
条
㈣
は
、「
各
国
は
、
こ
の
条
文
草
案
に
規
定
さ
れ
て
い
る
犯
罪
が
政
府
ま
た
は
軍

事
的
も
し
く
は
文
官
的
上
官
か
ら
の
命
令
に
従
っ
て
行
わ
れ
た
と
い
う
事
実
が
、
国
内
刑
法
の
下
で
部
下
の
刑
事
責
任
を
免
除
す
る
根
拠

と
な
ら
な
い
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
規
定
し
て
い
る
。
し
か
し
、
前
述
の
と
お
り
、
こ

の
規
定
は
中
国
の
公
務
員
法
第
六
〇
条
の
規
定
に
抵
触
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
中
国
は
こ
の
原
則
を
導
入
す
る
際
に
修
正

を
加
え
る
必
要
が
あ
る
が
、
こ
の
特
別
な
原
則
を
導
入
す
る
際
に
ド
イ
ツ
が
行
っ
た
修
正
を
参
考
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ド
イ
ツ
国
際

刑
法
典
第
三
条
に
従
い
指
揮
又
は
命
令
に
基
づ
く
行
為
は
、「
そ
の
指
揮
又
は
命
令
が
違
法
で
あ
る
こ
と
を
認
識
し
て
お
ら
ず
、
か
つ
、

そ
の
指
揮
又
は
命
令
の
違
法
性
が
明
白
で
な
か
つ
た
場
合
に
は
、
責
任
な
く
行
為
し
た
も
の
と
す
る
」
と
規
定
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
中

国
が
上
官
命
令
の
抗
弁
に
関
す
る
規
定
を
国
内
法
に
導
入
す
る
場
合
、
次
の
よ
う
な
修
正
が
可
能
で
あ
る
。「
公
務
員
が
上
司
の
命
令
に

同
意
し
な
い
が
、
そ
れ
で
も
そ
の
命
令
を
遂
行
し
よ
う
と
す
る
場
合
、
そ
の
公
務
員
自
身
は
そ
の
命
令
を
遂
行
し
た
結
果
に
つ
い
て
責
任

を
負
わ
な
い
」。
ま
た
、
公
訴
時
効
の
問
題
に
つ
い
て
、
ロ
ー
マ
規
程
第
二
九
条
（
公
訴
時
効
の
不
適
用
）
は
、「
裁
判
所
の
管
轄
権
の
範

囲
内
に
あ
る
犯
罪
は
、
公
訴
時
効
の
対
象
と
な
ら
な
い
」
と
規
定
し
て
い
る
。
条
文
草
案
第
六
条
㈥
は
、「
各
国
は
、
国
内
刑
法
が
こ
の

草
案
で
規
定
す
る
犯
罪
に
時
効
が
不
適
用
と
な
る
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
と
る
も
の
と
す
る
」
と
規
定
し
て
い
る
。
し

か
し
、
中
国
の
刑
法
総
則
第
八
七
条
の
公
訴
時
効
期
限
に
よ
れ
ば
、
犯
罪
は
刑
罰
の
程
度
に
応
じ
て
一
定
期
間
が
経
過
す
れ
ば
起
訴
さ
れ

な
く
な
り
、
こ
れ
は
国
際
犯
罪
の
公
訴
時
効
期
限
に
関
す
る
規
定
と
抵
触
し
う
る
。
中
国
の
刑
法
第
八
七
条
は
「
犯
罪
は
、
次
の
各
号
に

掲
げ
る
期
間
を
経
過
し
た
場
合
は
，
こ
れ
を
訴
追
し
な
い
。
一 

最
高
の
法
定
刑
が
五
年
未
満
の
懲
役
は
五
年
。
二 

最
高
の
法
定
刑
が
五

年
以
上
十
年
未
満
の
懲
役
は
十
年
。
三 

最
高
の
法
定
刑
が
十
年
以
上
の
懲
役
は
十
五
年
。
四 

最
高
の
法
定
刑
が
無
期
懲
役
又
は
死
刑
は

二
十
年
。
二
十
年
後
、
訴
追
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
認
め
た
と
き
は
，
最
高
人
民
検
察
院
に
報
告
し
て
、
こ
の
許
可
を
得
な
け
れ
ば
な
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ら
な
い
」
と
規
定
し
て
い
る
。
こ
こ
も
同
様
に
、
時
効
を
改
正
す
る
際
に
は
、
ド
イ
ツ
国
際
刑
法
典
を
参
照
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ド
イ

ツ
国
際
刑
法
典
は
、
国
際
犯
罪
に
は
時
効
が
適
用
さ
れ
な
い
と
い
う
原
則
を
定
め
て
お
り
、
第
五
条
（
時
効
の
不
適
用
）
に
は
「
こ
の
法

律
に
定
め
る
重
罪
の
訴
追
及
び
重
罪
に
つ
い
て
言
い
渡
さ
れ
た
刑
の
執
行
に
は
、
時
効
を
適
用
し
な
い
」
と
あ
る
。

　

刑
法
典
の
一
般
原
則
は
引
き
続
き
適
用
さ
れ
、
特
別
な
原
則
の
み
が
新
た
に
設
定
さ
れ
る
と
い
う
こ
の
ド
イ
ツ
の
方
法
は
、
中
国
国
内

立
法
作
業
に
と
っ
て
非
常
に
参
考
に
な
る
。
中
国
の
学
者
も
、
国
際
犯
罪
に
適
用
さ
れ
る
特
別
な
原
則
、
例
え
ば
普
遍
的
管
轄
権
、
上
官

の
責
任
原
則
、
時
効
の
不
適
用
な
ど
は
、
刑
法
の
総
則
で
特
別
な
原
則
を
改
正
す
る
こ
と
で
新
し
い
規
定
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
范

紅
旗
に
よ
れ
ば
「
そ
う
す
る
こ
と
で
罪
刑
法
定
主
義
、
共
犯
、
責
任
阻
却
（
免
責
）
事
由
に
つ
い
て
は
、
中
国
の
現
行
刑
法
が
引
き
続
き

適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
国
際
犯
罪
に
適
用
さ
れ
る
特
別
な
原
則
、
例
え
ば
普
遍
的
管
轄
権
、
上
官
責
任
の
問
題
、
時
効
の
問
題
な
ど

は
、
刑
法
の
総
則
部
分
の
修
正
に
よ
っ
て
導
入
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
）
106
（
る
」。
ま
た
、
一
九
九
七
年
に
中
国
の
刑
法
典
が
公
布
さ
れ
て
以
来
、

中
国
の
刑
法
立
法
は
、
内
容
的
に
は
刑
法
典
の
各
則
の
改
正
が
中
心
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
う
ち
、
特
別
刑
法
と
最
初
の
七
回
の
刑
法
改
正

案
は
刑
法
典
の
各
則
の
改
正
に
と
ど
ま
り
、
刑
法
典
の
総
則
的
な
部
分
に
は
関
与
し
な
か
っ
た
が
、
刑
法
改
正
案
八
、
九
、
一
一
回
は
、

い
ず
れ
も
刑
法
典
の
総
則
的
な
部
分
に
修
正
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
司
法
実
践
上
、
刑
法
の
総
則
部
分
で
特
別
な
原
則
を
改

正
す
る
こ
と
は
一
応
は
可
能
で
あ
る
。

　

ド
イ
ツ
で
は
、
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
罪
、
人
道
に
対
す
る
犯
罪
、
戦
争
犯
罪
、
侵
略
犯
罪
（
二
〇
一
六
年
の
改
正
で
新
設
）
の
規
定
は
、
そ
れ

ぞ
れ
国
際
刑
法
典
の
第
六
条
か
ら
第
一
三
条
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。
ド
イ
ツ
の
立
法
機
関
は
国
際
条
約
の
規
定
を
よ
り
具
体
化
し
、
国
際

条
約
の
規
定
に
従
っ
て
新
し
い
構
成
要
件
を
規
定
し
た
。
人
道
に
対
す
る
犯
罪
は
国
際
刑
法
典
第
七
条
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。「
国
際
刑

法
典
第
七
条
は
、
ロ
ー
マ
規
程
第
七
条
二
項
の
定
義
が
犯
罪
の
定
義
に
直
接
含
ま
れ
て
い
る
以
外
は
、
Ｉ
Ｃ
Ｃ
第
七
条
の
総
合
的
な
構
造

に
従
っ
て
い
）
107
（
る
」。
ま
ず
、
国
際
刑
法
典
第
七
条
は
、「
㈠
文
民
た
る
住
民
に
対
す
る
攻
撃
で
あ
っ
て
広
範
又
は
組
織
的
な
も
の
の
一
部
と

し
て
…
…
」
と
規
定
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
一
〇
種
の
犯
罪
行
為
は
一
号
か
ら
一
〇
号
ま
で
規
定
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
ロ
ー
マ
規
程
と
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条
文
草
案
は
、
人
道
に
対
す
る
犯
罪
を
含
む
国
際
犯
罪
の
定
義
と
裁
判
の
一
般
原
則
の
み
を
規
定
し
、
量
刑
に
関
す
る
規
定
は
あ
る
も
の

の
、
詳
細
で
は
な
い
。
ド
イ
ツ
国
際
刑
法
典
は
、
各
犯
罪
類
型
の
重
大
さ
に
応
じ
て
、
国
内
法
に
お
け
る
通
常
犯
罪
を
考
慮
し
た
上
で
、

減
軽
・
加
重
事
由
を
含
む
個
別
具
体
的
な
法
定
刑
を
定
め
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
国
際
刑
法
典
の
第
七
条
第
二
項
（
五
年
以
上
、
二
年
以
上
、

一
年
以
上
の
自
由
刑
）
と
第
四
項
（
五
年
以
上
、
三
年
以
上
の
自
由
刑
）
が
、
第
一
項
の
人
道
に
対
す
る
犯
罪
の
軽
減
事
由
（
犯
情
が
重
い
と
は

い
え
な
い
事
案
）
を
規
定
し
て
お
り
、
国
際
刑
法
典
の
第
七
条
第
三
項
（
終
身
刑
、
一
〇
年
以
上
、
五
年
以
上
の
自
由
刑
）
と
第
五
項
（
五
年
以

上
、
三
年
以
上
の
自
由
刑
）
に
は
、
加
重
事
由
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
行
為
者
が
、
第
一
項
第
三
号
か
ら
第
一
〇
号
ま
で
の
行

為
に
よ
っ
て
人
を
死
亡
さ
せ
た
場
合
、
一
の
人
種
的
集
団
を
他
の
人
種
的
集
団
が
組
織
的
に
抑
圧
し
、
及
び
支
配
す
る
制
度
化
さ
れ
た
体

制
を
維
持
す
る
意
図
を
も
つ
場
合
は
、
前
者
（
死
亡
さ
せ
た
場
合
）
が
三
号
に
あ
た
り
、
後
者
が
五
号
に
あ
た
る
。
国
際
犯
罪
に
対
す
る

具
体
的
な
刑
罰
を
規
定
す
る
こ
と
は
、
国
際
刑
法
の
歴
史
に
お
い
て
大
き
な
前
進
で
あ
り
、
国
際
条
約
や
国
際
犯
罪
に
関
す
る
国
内
立
法

に
お
い
て
、
特
に
量
刑
の
点
で
欠
け
て
い
る
部
分
を
埋
め
る
上
で
大
き
な
価
値
が
あ
る
と
い
え
る
。

　
「
人
道
に
対
す
る
犯
罪
の
具
体
的
な
定
義
と
構
成
要
件
に
つ
い
て
は
、
国
際
刑
法
典
は
、
ロ
ー
マ
規
程
の
犯
罪
構
成
要
件
を
規
定
し
、

か
つ
、
そ
れ
ら
を
部
分
的
に
修
正
し
、
よ
り
精
密
に
定
義
づ
け
た
の
で
あ
）
108
（
る
」。「
い
か
な
る
行
為
も
、
行
為
が
行
わ
れ
る
前
に
、
法
律
で

処
罰
で
き
る
と
規
定
さ
れ
て
い
る
の
で
な
け
れ
ば
、
処
罰
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
規
定
す
る
ド
イ
ツ
基
本
法
第
一
〇
三
条
二
項
か
ら

導
か
れ
る
法
的
確
実
性
と
い
う
要
件
を
満
た
す
た
め
に
、
ド
イ
ツ
国
際
刑
法
典
第
七
条
は
、
ロ
ー
マ
規
程
第
七
条
の
規
定
を
そ
の
ま
ま
立

法
す
る
の
で
は
な
く
、
多
く
の
部
分
で
異
な
っ
た
規
定
ぶ
り
を
見
せ
て
い
る
。
例
え
ば
、「
強
制
失
踪
に
関
す
る
ロ
ー
マ
規
程
七
条
二
項

⒤
は
、
明
確
性
の
要
請
上
、
好
ま
し
く
な
い
も
の
と
さ
れ
、
国
際
刑
法
典
第
七
条
に
お
い
て
は
、
そ
の
一
項
七
号
の
ａ
、
ｂ
の
形
で
規
定

さ
れ
る
に
至
っ
て
い
）
109
（
る
」。
そ
し
て
、
ド
イ
ツ
は
国
際
刑
法
典
に
、
ロ
ー
マ
規
程
に
規
定
さ
れ
て
い
る
犯
罪
だ
け
で
な
く
、
国
際
人
道
法

の
関
連
条
約
や
慣
習
国
際
法
で
明
確
に
定
め
ら
れ
、
規
定
さ
れ
て
い
る
犯
罪
も
含
め
て
い
）
110
（

る
。

　

ド
イ
ツ
の
こ
の
モ
デ
ル
は
、
国
内
立
法
機
関
に
よ
り
国
際
条
約
を
修
正
し
新
し
い
構
成
要
件
を
導
入
す
る
も
の
で
あ
り
、
中
国
の
人
道



法学政治学論究　第139号（2023.12）

116

に
対
す
る
犯
罪
に
関
す
る
国
内
法
の
規
定
を
整
備
す
る
上
で
も
参
考
と
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
ロ
ー
マ
外
交
会
議
に
お
い
て
、
中
国
代
表

団
は
人
道
に
対
す
る
犯
罪
の
定
義
づ
け
を
保
留
し
、
第
七
五
回
総
会
法
務
委
員
会
に
お
け
る
「
人
道
に
対
す
る
犯
罪
」
を
議
題
と
し
た
発

言
に
お
い
て
、
耿
爽
大
使
は
、
条
文
草
案
は
ロ
ー
マ
規
程
に
お
け
る
「
人
道
に
対
す
る
犯
罪
」
の
定
義
を
ほ
ぼ
複
製
し
た
も
の
で
あ
り
、

ま
た
ロ
ー
マ
規
程
の
関
連
規
定
は
共
通
の
立
場
を
表
す
も
の
で
は
な
い
と
述
べ
た
。
人
道
に
対
す
る
犯
罪
の
定
義
に
つ
い
て
、
現
在
中
国

で
は
意
見
が
一
致
し
て
い
な
い
た
め
、
中
国
の
刑
事
司
法
制
度
と
国
情
を
考
慮
し
、
国
内
法
を
「
修
正
導
入
」
す
る
と
い
う
ド
イ
ツ
の
モ

デ
ル
を
参
考
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
現
行
刑
法
に
人
道
に
対
す
る
犯
罪
を
新
設
す
る
モ
デ
ル
を
採
用
す
る
こ
と
で
、
中
国
は
、
国
際
条

約
の
基
本
原
則
に
違
反
す
る
こ
と
な
く
、
中
国
の
刑
事
司
法
の
伝
統
や
具
体
的
な
国
情
に
応
じ
て
、
人
道
に
対
す
る
犯
罪
の
具
体
的
な
構

成
要
件
を
選
択
し
、
規
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
例
え
ば
、
上
記
（
第
二
章
第
二
節
第
二
項
）
で
簡
潔
に
紹
介
し
た
、
人
道
に
対
す
る
犯
罪

の
定
義
に
政
策
的
要
素
を
含
め
る
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
、
明
確
な
政
策
的
要
素
が
あ
っ
た
方
が
、
中
国
の
国
情
に
合
致
し

て
い
る
。
つ
ま
り
、
人
道
に
対
す
る
犯
罪
の
定
義
が
過
度
に
広
く
な
る
の
を
避
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
結
論
に
達
し
た
。
人
道
に
対

す
る
犯
罪
を
新
設
す
る
際
に
政
策
的
要
素
を
明
確
に
規
定
す
れ
ば
、
適
用
範
囲
が
過
度
の
広
範
に
な
り
か
ね
な
い
と
い
う
懸
念
を
払
拭
し

た
形
で
国
内
法
化
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
だ
が
、
こ
の
政
策
的
要
素
は
ド
イ
ツ
国
際
刑
法
典
に
よ
っ
て
国
内
法
に
は
取
り
入
れ
ら
れ

て
い
な
い
。「
ド
イ
ツ
の
立
法
者
は
、
ロ
ー
マ
規
定
七
条
の
政
策
的
要
素
を
解
釈
原
理
と
し
て
捉
え
て
い
た
た
め
、
こ
の
要
素
は
国
内
立

法
に
組
み
込
ま
れ
な
か
っ
た
と
さ
れ
て
い
）
111
（
る
」。
し
か
し
、
こ
れ
こ
そ
が
修
正
導
入
方
法
の
利
点
で
あ
り
、
各
国
は
自
国
の
状
況
に
応
じ

て
一
定
程
度
選
択
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
筆
者
は
、
人
道
に
対
す
る
犯
罪
の
国
内
化
を
達
成
す
る
た
め
に
は
、
中
国
に
と
っ

て
修
正
を
施
し
た
上
で
の
導
入
の
方
法
が
現
実
的
だ
と
考
え
る
。

4　

混
合
的
形
態

　

国
際
犯
罪
を
国
内
法
に
導
入
す
る
た
め
の
上
記
三
つ
の
選
択
肢
の
う
ち
、
多
く
の
国
は
一
つ
の
方
法
だ
け
を
選
ぶ
の
で
は
な
く
、
三
つ
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す
べ
て
を
併
用
し
て
い
る
。「
す
な
わ
ち
、
立
法
措
置
の
回
避
、
完
全
導
入
と
修
正
的
導
入
の
方
法
を
混
合
的
に
採
用
し
、
ロ
ー
マ
規
程

を
国
内
法
に
導
入
す
る
方
法
で
あ
）
112
（

る
」。「
し
た
が
っ
て
、
あ
る
国
は
、
一
般
原
則
と
戦
争
犯
罪
に
一
般
刑
法
を
適
用
し
（
不
導
入
）、

ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
罪
を
そ
の
ま
ま
導
入
し
（
完
全
な
導
入
）、
あ
る
程
度
の
修
正
を
加
え
て
人
道
に
対
す
る
犯
罪
の
定
義
を
導
入
す
る
（
修
正

を
施
し
た
上
で
の
導
入
）
こ
と
が
考
え
ら
れ
）
113
（

る
」。
先
述
の
と
お
り
、
ド
イ
ツ
国
際
刑
法
典
は
、
国
際
刑
法
を
国
内
法
に
導
入
す
る
た
め
の

修
正
方
式
を
主
に
採
用
し
て
い
る
が
、
そ
れ
以
外
の
方
法
も
選
択
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
一
般
原
則
が
す
べ
て
修
正
さ
れ
た
わ
け
で
は
な

く
、
ド
イ
ツ
刑
法
の
諸
原
則
が
依
然
と
し
て
適
用
さ
れ
る
。
ま
た
、
戦
争
犯
罪
の
よ
う
に
ロ
ー
マ
規
程
が
定
義
に
つ
い
て
明
確
な
基
準
を

欠
い
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
同
法
典
は
よ
り
進
歩
的
な
立
場
を
と
り
、
慣
習
国
際
法
の
基
準
を
直
接
採
用
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、

ド
イ
ツ
国
際
刑
法
典
は
、
よ
り
厳
格
に
言
え
ば
、
混
合
的
形
態
で
あ
る
。

㈡　

人
道
に
対
す
る
犯
罪
に
対
す
る
国
内
立
法
形
式

　

注
目
す
べ
き
こ
と
は
過
去
二
〇
年
の
間
に
、
多
く
の
国
が
国
際
刑
事
法
を
国
内
法
制
度
に
組
み
込
む
た
め
の
具
体
的
な
法
律
を
制
定
し
、

よ
り
具
体
的
に
は
、
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
罪
、
人
道
に
対
す
る
犯
罪
、
戦
争
犯
罪
、
侵
略
犯
罪
を
国
内
法
上
の
犯
罪
と
位
置
づ
け
た
こ
と
で
あ

る
）
114
（

。
各
国
の
立
法
者
が
行
動
を
起
こ
す
場
合
、
二
つ
の
タ
イ
プ
の
立
法
方
式
が
考
え
ら
れ
る
。
既
存
の
刑
法
典
の
改
正
と
独
立
の
刑
罰
法

規
（
特
別
法
）
の
新
設
、
つ
ま
り
修
正
的
法
改
正
と
新
規
立
法
で
あ
）
115
（
る
。
以
下
で
は
、
中
国
が
人
道
に
対
す
る
犯
罪
を
国
内
法
に
導
入
す

る
際
、
現
行
法
を
修
正
す
る
の
か
、
新
た
な
法
律
を
制
定
す
る
の
か
、
ど
ち
ら
の
方
法
を
採
用
す
る
の
が
よ
り
適
切
な
の
か
に
つ
い
て
、

若
干
の
検
討
を
加
え
る
。

1　

独
立
し
た
法
典
化
（
新
設
）

　

第
一
の
方
策
は
、
特
別
な
法
律
の
制
定
、
す
な
わ
ち
独
立
し
た
法
典
化
で
あ
り
、「
そ
の
法
典
に
は
、
国
際
法
上
の
す
べ
て
の
関
連
犯
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罪
と
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
一
般
原
則
に
関
連
す
る
必
要
な
特
別
規
定
が
組
み
込
ま
れ
る
こ
と
に
な
）
116
（
る
」。「
ド
イ
ツ
で
は
、
上
述
の
通
り
、

国
際
刑
法
典
と
い
う
特
別
法
が
施
行
さ
れ
た
の
で
あ
）
117
（

る
」。
国
際
刑
法
典
は
、
国
際
刑
法
典
導
入
法
に
よ
っ
て
新
設
さ
れ
た
法
律
で
あ
る
。

「
こ
の
よ
う
に
、
ド
イ
ツ
は
、
ロ
ー
マ
規
程
の
実
体
法
的
側
面
に
関
す
る
国
内
法
整
備
を
行
う
に
あ
た
っ
て
、
国
際
刑
法
典
と
い
う
新
た

な
特
別
法
を
制
定
し
た
の
で
あ
）
118
（

る
」。

　

こ
の
法
典
が
発
効
す
る
以
前
、
ド
イ
ツ
刑
法
に
は
戦
争
犯
罪
や
人
道
に
対
す
る
犯
罪
に
つ
い
て
の
実
体
規
定
が
な
か
っ
た
。
こ
の
た
め
、

ド
イ
ツ
刑
法
典
は
国
際
犯
罪
を
カ
バ
ー
す
る
上
で
大
き
な
欠
点
が
あ
っ
た
。「
立
法
者
の
こ
の
よ
う
な
消
極
的
な
姿
勢
の
背
後
に
は
、
ド

イ
ツ
に
お
い
て
長
ら
く
顕
在
し
て
い
た
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
裁
判
と
国
際
刑
法
そ
の
も
の
に
対
す
る
懐
疑
的
な
態
度
が
あ
っ
）
119
（

た
」。
こ
の
態

度
が
変
わ
っ
た
の
は
一
九
九
〇
年
以
降
で
、
ド
イ
ツ
が
国
際
刑
事
裁
判
所
の
設
立
に
あ
た
っ
て
積
極
的
に
参
加
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
な

ぜ
こ
の
よ
う
な
態
度
の
変
化
が
あ
っ
た
の
か
を
簡
潔
に
説
明
す
る
。
ま
ず
、
ド
イ
ツ
は
多
く
の
戦
争
犯
罪
を
規
定
す
る
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
諸
条

約
（
一
九
五
四
年
九
月
三
日
加
入
）
と
、
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
罪
を
規
定
す
る
「
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
条
約
」（
西
ド
イ
ツ
は
一
九
五
四
年
一
一
月
二
四
日
、

東
ド
イ
ツ
は
一
九
七
三
年
三
月
二
七
日
）
に
そ
れ
ぞ
れ
加
盟
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
条
約
上
の
義
務
と
し
て
、
ド
イ
ツ
は
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
罪

と
戦
争
犯
罪
を
国
内
法
化
し
、
そ
の
訴
追
と
処
罰
を
担
保
す
る
た
め
の
国
内
法
を
整
備
す
る
義
務
を
負
っ
て
い
る
。
ド
イ
ツ
刑
法
旧
二
二

〇
条
ａ
（
民
族
謀
殺
罪
）
に
は
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
罪
に
関
す
る
規
定
は
あ
っ
た
が
、
戦
争
犯
罪
を
処
罰
す
る
に
当
た
り
、
国
内
法
の
不
備
が

大
き
な
問
題
と
な
っ
て
い
た
。
一
九
九
〇
年
に
は
、
ベ
ル
リ
ン
の
壁
で
の
射
殺
に
対
す
る
事
件
に
よ
っ
て
、
非
人
道
的
な
行
為
（
特
に
中

核
犯
罪
）
を
通
常
犯
罪
で
処
罰
す
る
こ
と
は
不
適
切
な
の
で
は
な
い
か
と
い
う
懸
念
が
生
じ
た
。
こ
れ
を
受
け
て
、
国
際
犯
罪
の
処
罰
・

訴
追
に
お
け
る
刑
法
典
の
不
十
分
さ
を
補
う
た
め
、
ド
イ
ツ
は
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
罪
、
人
道
に
対
す
る
犯
罪
、
戦
争
犯
罪
を
一
つ
の
法
典
に

組
み
込
ん
で
新
し
い
国
際
刑
法
典
を
作
っ
た
の
で
あ
る
。

　
「
こ
の
よ
う
な
国
際
刑
法
典
は
、
全
て
の
関
連
す
る
国
際
法
上
の
犯
罪
行
為
を
含
み
、
同
時
に
付
随
的
な
、
総
則
に
関
わ
る
特
殊
規
定

を
取
り
入
れ
る
こ
と
を
可
能
に
す
）
120
（
る
」。「
こ
の
方
法
の
利
点
は
、
法
律
の
整
合
性
と
時
に
不
明
瞭
な
部
分
を
し
っ
か
り
と
整
理
し
、
明
確
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化
で
き
る
点
に
あ
）
121
（
る
」。
法
典
化
と
い
う
形
式
は
、
法
的
確
実
性
（Legal Certainty

）
だ
け
で
な
く
、
司
法
実
務
へ
の
適
用
も
促
進
す
る
。

独
立
し
た
法
律
と
い
う
形
で
、
国
際
犯
罪
を
国
内
で
訴
追
す
る
ド
イ
ツ
の
制
度
も
ま
た
、
世
界
各
国
が
参
考
に
で
き
る
モ
デ
ル
を
提
供
し

て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
方
法
に
は
、「
通
常
刑
法
以
外
の
法
典
で
は
、
国
際
法
上
の
犯
罪
が
『
刑
法
の
中
核
』
に
含
ま
ず
、『
補
助
的
な

刑
法
』
の
規
則
に
過
ぎ
な
い
、
あ
る
い
は
政
治
的
動
機
に
基
づ
く
『
特
別
法
』
で
あ
る
か
の
よ
う
な
印
象
を
与
え
う
る
と
い
う
欠
点
も
あ

る
）
122
（

」。
こ
の
点
、
中
国
の
国
民
は
人
道
に
対
す
る
犯
罪
、
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
罪
、
戦
争
犯
罪
に
対
す
る
認
識
を
広
く
共
有
し
て
い
る
と
は
い

え
な
い
。
そ
の
た
め
、
既
存
の
刑
法
か
ら
独
立
し
た
新
し
い
法
律
を
作
る
こ
と
は
、
必
然
的
に
上
記
の
よ
う
な
印
象
を
も
た
ら
す
で
あ
ろ

う
。
ま
た
、
独
立
し
た
法
典
は
実
務
的
な
適
用
を
容
易
に
す
る
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
反
面
、
裁
判
官
が
法
律
を
適
用
す
る
際
に
不

便
を
感
じ
る
こ
と
に
な
る
。

　
「
中
国
の
刑
事
立
法
は
、
犯
罪
を
規
定
す
る
統
一
刑
法
典
と
そ
れ
を
補
足
す
る
数
少
な
い
特
別
刑
法
に
よ
っ
て
特
徴
付
け
ら
れ
る
。
し

た
が
っ
て
、
盧
有
学
は
国
際
犯
罪
（
人
道
に
対
す
る
犯
罪
を
含
む
）
を
現
行
刑
法
に
規
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
新
た
な
法
律
を
制
定
す
る

必
要
は
な
い
」
と
主
張
し
て
い
）
123
（

る
。
例
え
ば
、
刑
法
改
正
の
過
程
に
お
い
て
、「
中
華
人
民
共
和
国
軍
人
処
罰
職
責
違
反
罪
暫
定
条
例
」

は
軍
事
刑
法
と
し
て
の
性
格
を
有
し
て
お
り
、
独
立
し
た
軍
事
刑
法
を
制
定
す
べ
き
で
あ
る
と
の
意
見
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
立
法
機
関

は
統
一
刑
法
の
制
定
を
考
慮
し
、
暫
定
条
例
を
修
正
・
補
充
し
、
一
九
九
七
年
の
刑
法
に
各
則
の
一
章
と
し
て
組
み
入
れ
た
。
し
た
が
っ

て
、
こ
れ
ら
の
理
由
を
考
慮
す
る
と
、
中
国
が
人
道
に
対
す
る
犯
罪
を
含
む
国
際
犯
罪
を
規
定
す
る
新
た
な
法
律
を
制
定
す
る
こ
と
は
、

現
在
の
と
こ
ろ
現
実
的
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。

2　

既
存
の
刑
罰
法
規
の
変
更

　
「
技
術
的
に
言
え
ば
、
立
法
を
通
じ
て
国
際
刑
法
を
取
り
入
れ
る
最
も
簡
単
な
方
法
は
、
既
存
の
刑
法
に
関
連
規
定
を
創
設
こ
と
で
あ

る
。
創
設
す
る
規
定
の
範
囲
や
構
成
要
件
に
よ
っ
て
、
特
定
の
条
項
の
選
択
的
修
正
か
ら
特
別
章
節
の
追
加
ま
で
、
様
々
な
方
法
が
考
え
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ら
れ
）
124
（
る
」。「
既
存
の
刑
罰
法
規
の
個
別
規
定
の
変
更
は
、
特
に
そ
の
国
が
国
際
刑
法
上
の
諸
規
範
の
継
受
に
つ
い
て
慎
重
で
あ
る
場
合
、

国
内
刑
事
立
法
の
最
小
限
の
修
正
を
実
現
で
き
る
意
味
で
特
に
検
討
の
余
地
が
あ
ろ
）
125
（

う
」。
ド
イ
ツ
も
ま
た
、
国
際
刑
法
典
の
発
効
前
に

既
存
の
刑
法
に
関
連
規
定
を
追
加
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
つ
ま
り
ド
イ
ツ
刑
法
典
第
二
二
〇
条
⒜
と
し
て
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
罪
を
捕
捉
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
関
連
規
定
を
新
設
す
る
こ
の
方
法
を
選
択
し
た
。
だ
が
そ
の
後
、
国
際
刑
法
の
発
展
や
国
際
刑
法
に
対
す
る
ド
イ
ツ
の

態
度
の
変
化
、
特
に
ロ
ー
マ
規
程
へ
の
加
盟
に
伴
う
国
内
法
の
再
調
査
に
よ
っ
て
、
独
立
し
た
法
典
モ
デ
ル
が
選
択
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
。「
そ
の
結
果
、
国
際
刑
法
典
に
は
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
罪
の
構
成
要
件
が
創
設
さ
れ
た
た
め
に
、
同
内
容
の
刑
法
二
二
〇
条
ａ
（
民
族
謀

殺
罪
）
が
削
除
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
）
126
（

た
」。

　

も
し
今
後
、
中
国
が
ロ
ー
マ
規
程
に
加
盟
し
た
り
、
条
文
草
案
を
批
准
し
た
り
す
る
こ
と
が
あ
れ
ば
、
現
行
刑
法
に
基
づ
く
人
道
に
対

す
る
犯
罪
の
訴
追
・
処
罰
の
射
程
と
、
国
際
刑
法
が
要
求
す
る
人
道
に
対
す
る
犯
罪
の
防
止
と
処
罰
の
射
程
と
の
間
に
は
、
大
き
な
隙
間

が
生
じ
う
る
。
ロ
ー
マ
規
程
は
、
同
規
程
の
実
体
法
を
国
内
法
に
組
み
込
む
義
務
を
一
切
定
め
て
い
な
い
が
、
条
文
草
案
に
は
そ
の
規
定

が
あ
る
。
条
文
草
案
第
六
条
﹇
五
﹈
は
、「
国
内
法
に
お
け
る
犯
罪
化
一
．
各
国
は
、
人
道
に
対
す
る
犯
罪
が
国
内
刑
法
の
犯
罪
を
構
成

す
る
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
と
る
も
の
と
す
る
」
と
規
定
し
て
い
る
。
ま
た
、
人
道
に
対
す
る
犯
罪
が
世
界
の
平
和
、

安
全
、
幸
福
を
脅
か
す
と
い
う
事
実
も
考
慮
に
入
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
人
道
に
対
す
る
犯
罪
に
関
す
る
中
国
国
内
法
を
改
善
す
る

こ
と
は
、
中
国
の
刑
法
を
国
際
刑
法
と
一
致
さ
せ
、
国
際
社
会
の
平
和
と
安
全
を
維
持
す
る
上
で
非
常
に
重
要
で
あ
る
。

　

た
だ
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
独
立
法
典
モ
デ
ル
は
現
段
階
で
は
中
国
に
は
適
し
て
お
ら
ず
、
現
行
刑
法
を
改
正
し
て
関
連
規
定
を
新
設

す
る
方
法
は
、
中
国
の
国
内
刑
法
の
改
善
に
と
っ
て
よ
り
現
実
的
な
方
法
と
な
る
。
し
か
し
、
中
国
の
刑
法
各
則
に
お
け
る
犯
罪
の
分
類

基
準
は
、
犯
罪
客
体
が
同
一
種
類
で
あ
り
、
各
種
類
の
具
体
的
な
犯
罪
を
順
位
付
け
す
る
基
準
は
、
主
に
各
種
類
の
犯
罪
の
社
会
的
危
害

の
程
度
に
基
づ
い
て
い
る
。
そ
し
て
前
述
の
よ
う
に
、
人
道
に
対
す
る
犯
罪
の
保
護
法
益
は
、
中
国
の
刑
法
に
お
け
る
通
常
犯
罪
と
は
異

な
る
た
め
、
単
に
個
々
の
条
項
を
改
正
し
、
こ
の
犯
罪
を
追
加
す
る
方
法
は
妥
当
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
も
し
人
道
に
対
す
る
犯
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罪
を
新
設
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
罪
、
戦
争
犯
罪
、
侵
略
犯
罪
、
す
な
わ
ち
そ
の
他
の
中
核
犯
罪
と
同
じ
範
疇
に
入
れ
る
必

要
が
あ
る
と
い
う
の
が
中
国
の
学
者
の
多
数
派
意
見
で
あ
る
。
背
景
と
侵
害
の
客
体
の
特
異
性
に
照
ら
せ
ば
、
中
核
犯
罪
は
全
人
類
の
平

和
と
安
全
を
侵
害
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
社
会
的
危
害
の
程
度
は
通
常
犯
罪
を
超
え
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、「
人
類
の
平
和

と
安
全
に
対
す
る
犯
罪
」
と
い
う
特
別
な
章
を
設
け
、
人
道
に
対
す
る
犯
罪
を
こ
の
章
に
入
れ
る
必
要
が
あ
る
。
盧
有
学
は
「
中
核
犯
罪

に
は
共
通
点
が
あ
り
、
特
定
の
背
景
（
文
脈
）
の
中
で
発
生
す
る
こ
と
が
多
い
た
め
、
刑
法
に
『
人
類
の
平
和
と
安
全
に
対
す
る
犯
罪
』

と
い
う
独
立
し
た
章
を
設
け
、
中
核
犯
罪
を
規
定
す
る
こ
と
が
適
切
で
あ
）
127
（
る
」
と
し
て
い
る
。
こ
の
作
業
は
次
の
よ
う
に
し
て
行
わ
れ
る
。

す
な
わ
ち
、「
ロ
ー
マ
規
程
に
規
定
さ
れ
た
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
罪
、
人
道
に
対
す
る
犯
罪
、
戦
争
犯
罪
、
そ
の
他
の
国
際
犯
罪
の
具
体
的
な

罪
名
と
行
為
態
様
を
、
中
国
の
刑
法
の
独
立
し
た
章
と
し
て
規
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
行
わ
れ
）
128
（
る
」。「
人
類
の
平
和
と
安
全
に
対
す
る
犯

罪
」
を
刑
法
各
則
の
独
立
し
た
章
と
し
て
設
け
る
こ
と
は
、
刑
法
各
則
の
他
の
章
と
並
行
す
る
も
の
で
あ
り
、
既
存
の
刑
法
体
系
に
抵
触

す
る
も
の
で
は
な
い
。
二
〇
二
三
年
ま
で
、
国
内
刑
法
を
補
充
、
改
正
、
改
善
す
る
た
め
に
一
一
の
刑
法
改
正
案
が
採
択
さ
れ
て
お
り
、

現
行
刑
法
の
改
正
と
い
う
方
法
が
実
際
に
可
能
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

ま
と
め
る
と
、
中
国
が
人
道
に
対
す
る
犯
罪
を
今
後
国
内
法
に
導
入
す
る
こ
と
を
決
定
し
た
と
き
、
次
の
よ
う
な
二
つ
の
検
討
課
題
が

提
起
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
導
入
態
様
と
立
法
方
式
の
選
択
で
あ
る
。
筆
者
は
、
ド
イ
ツ
国
際
刑
法
典
に
基
づ
き
、
中
国
の
国
情
と
刑
事

司
法
の
伝
統
を
考
慮
し
て
、
中
国
に
適
し
た
立
法
モ
デ
ル
を
選
択
し
よ
う
と
試
み
た
。
結
論
か
ら
言
え
ば
、
筆
者
は
中
国
が
現
行
の
刑
法

を
改
正
す
る
と
い
う
方
法
を
と
る
こ
と
が
適
切
だ
と
考
え
て
い
る
。
ま
ず
、
刑
法
総
則
に
人
道
に
対
す
る
犯
罪
に
適
用
さ
れ
る
特
別
原
則

が
新
設
さ
れ
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
例
え
ば
、
時
効
の
問
題
に
関
す
る
規
定
は
、
従
来
の
条
文
の
構
成
は
変
え
ず
に
、「
人
類
の
平
和

と
安
全
に
対
す
る
犯
罪
」
の
章
に
規
定
さ
れ
る
犯
罪
に
は
時
効
が
適
用
さ
れ
な
い
と
い
う
条
文
が
新
設
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
第
二
に
、

刑
法
各
則
に
「
人
類
の
平
和
と
安
全
に
対
す
る
罪
」
の
一
章
を
設
け
、
人
道
に
対
す
る
犯
罪
、
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
罪
、
戦
争
犯
罪
、
侵
略
犯

罪
を
そ
こ
で
扱
う
べ
き
で
あ
る
。
中
核
犯
罪
の
社
会
的
危
害
の
重
大
性
を
考
慮
し
、
刑
法
各
則
の
第
一
章
に
置
く
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
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そ
の
後
、
現
在
の
第
一
〇
章
に
規
定
さ
れ
て
い
る
第
四
四
六
条
（
戦
時
住
民
殺
害
・
財
物
強
取
罪
）
と
第
四
四
八
条
（
捕
虜
虐
待
罪
）
を
削
除

し
、「
人
類
の
平
和
と
安
全
に
対
す
る
犯
罪
」
の
章
に
併
合
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
具
体
的
に
は
、
人
道
に
対
す
る
犯
罪
の
定
義
と

特
別
原
則
に
関
し
て
は
、
ロ
ー
マ
規
程
と
条
文
草
案
の
関
連
規
定
を
参
考
に
し
、
人
道
に
対
す
る
犯
罪
の
構
成
要
件
と
特
別
原
則
を
創
設

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

五　

お
わ
り
に

　

人
道
に
対
す
る
犯
罪
と
は
、
人
類
社
会
共
通
の
利
益
を
侵
害
し
、
国
際
社
会
の
平
和
と
安
全
に
深
刻
な
脅
威
を
も
た
ら
す
、
文
民
た
る

住
民
に
対
す
る
広
範
又
は
組
織
的
な
暴
力
的
犯
罪
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
、
人
道
に
対
す
る
犯
罪
に
関
す
る
国
内
法
を
強
化
す
る
こ
と
は
、

理
論
的
に
も
実
際
的
に
も
非
常
に
重
要
で
あ
る
。
し
か
し
中
国
は
、
国
際
条
約
の
面
で
は
ま
だ
ロ
ー
マ
規
程
に
加
盟
し
て
お
ら
ず
、
ま
た

現
段
階
で
人
道
に
対
す
る
犯
罪
に
関
す
る
特
別
な
国
際
条
約
を
制
定
す
る
こ
と
も
適
切
で
は
な
い
と
の
立
場
を
と
っ
て
い
る
。
国
内
法
の

面
で
は
、
刑
法
第
九
条
に
規
定
さ
れ
た
普
遍
的
管
轄
権
は
人
道
に
対
す
る
犯
罪
に
は
適
用
で
き
ず
、
刑
法
各
則
に
規
定
さ
れ
た
通
常
犯
罪

と
人
道
に
対
す
る
犯
罪
の
間
に
は
、
構
成
要
件
や
保
護
法
益
の
面
で
大
き
な
間
隙
・
齟
齬
が
あ
る
。
筆
者
は
、
現
段
階
の
中
国
に
と
っ
て
、

人
道
に
対
す
る
犯
罪
に
関
す
る
国
内
法
の
整
備
に
関
わ
る
問
題
を
、
国
際
条
約
と
国
内
法
の
両
方
の
面
か
ら
検
討
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ

る
と
考
え
て
い
る
。
そ
こ
で
筆
者
は
最
後
に
、
人
道
に
対
す
る
犯
罪
の
処
罰
に
関
す
る
中
国
の
立
法
が
直
面
し
て
い
る
問
題
に
つ
い
て
、

以
下
の
提
言
を
行
い
た
い
。

　

ま
ず
、
ロ
ー
マ
規
程
の
条
項
を
再
検
討
す
る
こ
と
を
前
提
に
、
Ｉ
Ｃ
Ｃ
へ
の
加
盟
を
で
き
る
だ
け
早
く
実
現
す
る
必
要
が
あ
る
。
加
入

方
式
に
つ
い
て
は
、
日
本
と
同
じ
最
低
限
の
対
応
方
式
（
ミ
ニ
マ
リ
ス
ト
方
式
）
か
、
ド
イ
ツ
と
同
じ
対
応
方
式
（
マ
ク
シ
ミ
リ
ス
ト
方
式
）

か
、
両
者
の
中
間
の
方
式
を
選
ぶ
こ
と
も
で
き
る
。
し
か
し
、
人
道
に
対
す
る
犯
罪
の
定
義
、
普
遍
的
管
轄
権
の
適
用
に
つ
い
て
、
中
国
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で
は
上
述
の
よ
う
な
議
論
が
あ
る
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
国
際
刑
法
典
の
整
備
の
よ
う
に
、
ロ
ー
マ
規
程
締
結
に
際
し
、

国
際
刑
法
に
関
す
る
包
括
的
な
国
内
立
法
と
い
う
方
）
129
（

法
、
す
な
わ
ち
国
内
訴
追
制
度
を
充
実
さ
せ
る
こ
と
を
前
提
に
国
際
刑
事
裁
判
所
に

加
盟
す
る
方
が
、
中
国
の
主
権
を
守
る
上
で
も
よ
り
有
益
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
人
道
に
対
す
る
犯
罪
に
関
す
る
特
別
な
国
際
条
約
に

つ
い
て
は
、
中
国
は
、
現
在
国
際
社
会
で
大
き
な
論
争
と
な
っ
て
い
る
問
題
に
つ
い
て
体
系
的
な
研
究
を
行
う
よ
う
学
者
に
奨
励
し
、
国

際
的
な
相
互
信
頼
と
実
際
的
な
協
力
を
実
現
す
る
た
め
の
国
際
的
な
合
意
に
達
し
、
人
道
に
対
す
る
犯
罪
に
関
す
る
国
際
的
な
法
整
備
の

プ
ロ
セ
ス
を
促
進
す
る
よ
う
に
主
体
的
に
行
動
を
と
る
べ
き
で
あ
る
。

　

第
二
に
、
国
内
法
の
レ
ベ
ル
で
は
、
同
じ
大
陸
法
系
で
あ
る
ド
イ
ツ
の
モ
デ
ル
が
中
国
に
と
っ
て
重
要
な
参
考
価
値
を
有
し
て
い
る
。

ド
イ
ツ
国
際
刑
法
典
は
、
人
道
に
対
す
る
犯
罪
に
関
す
る
そ
れ
ま
で
の
ド
イ
ツ
国
内
法
の
規
定
の
欠
陥
を
補
い
、
世
界
各
国
が
参
考
に
で

き
る
モ
デ
ル
を
提
供
す
る
も
の
で
あ
る
。
具
体
的
に
い
え
ば
、
立
法
モ
デ
ル
の
選
択
と
い
う
点
で
、
中
国
は
、
人
道
に
対
す
る
犯
罪
を
訴

追
で
き
る
立
場
に
い
つ
で
も
立
て
る
よ
う
に
既
存
の
刑
法
を
改
正
す
る
こ
と
で
、
国
際
刑
法
と
国
内
刑
事
司
法
制
度
と
の
間
に
存
在
す
る

隙
間
を
補
塡
し
、
改
善
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

最
後
に
、
中
国
で
の
人
道
に
対
す
る
犯
罪
に
関
す
る
国
内
法
の
整
備
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
や
課
題
に
直
面
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ

れ
は
、
同
時
に
、
中
国
に
お
け
る
法
整
備
の
プ
ロ
セ
ス
を
促
進
し
、
国
際
刑
法
と
の
調
和
を
推
進
す
る
好
機
で
も
あ
る
。
筆
者
は
、
中
国

が
そ
の
問
題
や
課
題
を
克
服
し
、
国
際
社
会
の
平
和
と
安
全
に
実
質
的
に
貢
献
で
き
る
よ
う
に
な
る
こ
と
を
切
望
し
て
い
る
。

（
1
）  ｢

中
華
人
民
共
和
国
外
交
部
公
式
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト｣

https://w
w
w.fm

prc.gov.cn/dszlsjt_673036/202010/t20201016_5373905.shtm
l.

（
最
終
閲
覧
日
：
二
〇
二
三
年
八
月
一
日
）。

（
2
）  

広
見
正
行
「
国
際
法
委
員
会
『
人
道
に
対
す
る
犯
罪
の
防
止
お
よ
び
処
罰
に
関
す
る
条
文
草
案
』
の
歴
史
的
意
義
と
将
来
的
課
題
」
国
際
法
外

交
雑
誌
第
一
一
九
巻
第
三
号
（
二
〇
二
〇
年
）
四
一
四
頁
。
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（
3
）  

竹
村
仁
美
「
人
道
に
対
す
る
犯
罪
の
法
典
化
の
系
譜
」
法
律
時
報
第
九
〇
巻
第
一
〇
号
（
二
〇
一
八
年
）
二
九
頁
。

（
4
）  M

. C. Bassiouni, 

“Crim
es against H

um
anity in International Crim

inal Law

”, 2nd Edition, M
artinus N

ijhoff Publishers, p. 
557 -558

（1999

）.
（
5
）  
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
憲
章
第
六
条
C
は
、「
人
道
に
対
す
る
罪
す
な
わ
ち
、
犯
行
地
の
国
内
法
の
違
反
で
あ
る
と
否
と
を
問
わ
ず
、
裁
判
所
の
管

轄
に
属
す
る
犯
罪
の
遂
行
と
し
て
、
あ
る
い
は
こ
れ
に
関
連
し
て
行
わ
れ
た
、
戦
争
前
あ
る
い
は
戦
争
中
に
す
べ
て
の
一
般
人
民
に
対
し
て
行
わ

れ
た
殺
害
、
せ
ん
滅
、
奴
隷
化
、
移
送
及
び
そ
の
他
の
非
人
道
的
行
為
、
も
し
く
は
政
治
的
、
人
種
的
ま
た
は
宗
教
的
理
由
に
基
づ
く
迫
害
行

為
」
と
規
定
し
て
い
る
。

（
6
）  

し
か
し
、The International M

ilitary Tribunal 

（IM
T

） 

の
定
義
で
は
、
行
為
の
客
体
は
文
民
た
る
住
民
に
限
定
さ
れ
て
い
た
が
、The  

International M
ilitary Tribunal for the Far East （IM

TFE

） 

の
定
義
で
は
こ
の
限
定
が
削
除
さ
れ
、
混
乱
を
招
い
た
。
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
オ
ス

テ
ン
「
東
京
裁
判
に
お
け
る
犯
罪
構
成
要
件
の
再
訪

―
初
期
国
際
刑
法
史
の
一
断
面
の
素
描
」
法
学
研
究
第
八
二
巻
第
一
号
（
二
〇
〇
九
年
）

三
一
五
頁
以
下
参
照
。

（
7
）  Principles of International Law
 Recognized in the Charter of the N

ürnberg Tribunal and in the Judgm
ent of the Tribunal, 

appears in Yearbook of the International Law
 Com

m
ission, 1950, vol. II, para. 97.

（
8
）  

竹
村
・
前
掲
注
（
3
）
三
〇
頁
参
照
。

（
9
）  

馬
呈
元
『
国
際
刑
法
論
』
中
国
政
法
大
学
出
版
社
（
二
〇
一
三
年
）
三
七
一
頁
。

（
10
）  Titles and texts of articles on the draft code of crim

es against the peace and security of m
ankind / adopted by the international 

law
 com

m
ission at its 48th session （A/CN.4/L.532

） 1996.

（
11
）  

東
澤
靖
「
国
際
法
委
員
会
（
Ｉ
Ｌ
Ｃ
）
に
お
け
る
『
人
道
に
対
す
る
犯
罪
の
防
止
及
び
処
罰
に
関
す
る
条
約
草
案
』
の
作
業
状
況
と
課
題
」
明

治
学
院
大
学
法
律
科
学
研
究
所
年
報
三
四
巻
（
二
〇
一
八
年
）
八
頁
。

（
12
）  

竹
村
・
前
掲
注
（
3
）
三
一
頁
参
照
。

（
13
）  ｢

国
際
刑
事
裁
判
所
（
Ｉ
Ｃ
Ｃ
）｣https://w

w
w.icc-cpi.int/.

（
最
終
閲
覧
日
：
二
〇
二
三
年
九
月
三
日
）。

（
14
）  

同
右
。

（
15
）  

広
見
・
前
掲
注
（
2
）
四
一
三
頁
参
照
。

（
16
）  See U

N, D
oc. A/69/10, para. 266. See U

N, D
oc. A/72/10, p. 10, paras. 41 -42. See U

N, D
oc. A/74/10, para. 35.
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（
17
）  

広
見
・
前
掲
注
（
2
）
四
一
四
頁
参
照
。

（
18
）  Crim

es against hum
anity:com

m
ents and observations received from

 governm
ents, international organizations and others  

（A/CN. 4/726

） 2019.
（
19
）  
同
右
。

（
20
）  
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
罪
、
戦
争
犯
罪
、
人
道
に
対
す
る
犯
罪
お
よ
び
侵
略
犯
罪
は
、
国
際
刑
事
裁
判
所
（
Ｉ
Ｃ
Ｃ
）
の
対
象
犯
罪
で
あ
っ
て
、
中
核

犯
罪
（core crim

es

）
と
総
称
さ
れ
る
。

（
21
）  

前
掲
注
（
1
）
参
照
。

（
22
）  

村
瀬
信
也
＝
洪
恵
子
『
国
際
刑
事
裁
判
所

―
最
も
重
大
な
国
際
犯
罪
を
裁
く
』
東
信
堂
第
二
版
（
二
〇
一
四
年
）
一
一
四
頁
。

（
23
）  Beth Van Schaack, Ronald C. Slye, 

“Internationalcrim
inal law

-Intersections and Contradictions

”, Foundation Press January 31, 
2021 p. 239.

（
24
）  

劉
大
群
「
人
道
に
対
す
る
犯
罪
に
つ
い
て
」
武
大
国
際
法
評
論
（
二
〇
〇
六
年
）
五
頁
。

（
25
）  

中
華
人
民
共
和
国
外
交
部
政
策
研
究
室
編
『
中
国
の
外
交
』
世
界
知
識
出
版
社
（
一
九
九
九
年
）
六
六
五
―
六
六
六
頁
。

（
26
）  

『
多
数
国
間
条
約
集
（
上
巻
）』
外
務
省
条
約
局
（
一
九
六
二
年
）
一
二
一
五
頁
。

（
27
）  

東
澤
・
前
掲
注
（
11
）
参
照
。

（
28
）  

馬
・
前
掲
注
（
9
）
三
七
三
頁
参
照

（
29
）  

西
村
弓
ほ
か
『
防
衛
実
務
国
際
法
』
弘
文
堂
（
二
〇
二
一
年
）
二
六
七
頁
。

（
30
）  Philippe Kirsch, John T. H

olm
es, 

“The Birth of the International Crim
inal Court: The 1998 Rom

e Conference

”, Canadian 
Yearbook of International Law

/Annuaire canadien de droit international, Volum
e 36, 1999, pp. 3‒39.

（
31
）  

同
右
。

（
32
）  P. Akhavan,

“Reconciling Crim
es against H

um
anity w

ith the Law
s of W

ar: H
um
an Rights Arm

ed Conflict and the Lim
its of 

Progressive Jurisprudence

”, Journal of International Crim
inal Justice, vol. 6, issue8, （2008

）, p. 26.

（
33
）  D

an Zhu, 

“China, Crim
es Against H

um
anity and the International Crim

inal Court

” Journal of International Crim
inal Justice

（2019

）, p. 1025.

（
34
）  

杉
原
高
嶺
＝
水
上
千
之
『
現
代
国
際
法
講
義
』
有
斐
閣
（
二
〇
〇
八
年
）
一
四
―
一
七
頁
。
山
本
草
二
『
国
際
法
（
新
版
）』
有
斐
閣
（
二
〇



法学政治学論究　第139号（2023.12）

126

〇
三
年
）
五
三
―
五
七
頁
。

（
35
）  

前
掲
注
（
13
）
参
照
。

（
36
）  

人
道
に
対
す
る
犯
罪
と
は
、
殺
人
、
殲
滅
、
奴
隷
化
、
国
外
追
放
、
監
禁
、
拷
問
、
性
的
暴
力
、
迫
害
、
ま
た
は
文
民
ま
た
は
特
定
可
能
な
集

団
に
対
し
て
行
わ
れ
た
、
そ
の
時
お
よ
び
場
所
で
行
わ
れ
た
そ
の
他
の
非
人
道
的
な
行
為
ま
た
は
不
作
為
を
意
味
す
る
。

（
37
）  Elem

ents of Crim
es, Article 7, Introduction, para. 3.

（
38
）  Report of the international law

 com
m
ission on its sixty-seventh session, （A/70/10

） 2015.

（
39
）  D

arryl Robinson,

“Defining 

‘Crim
es Against H

um
anity

’ at the Rom
e Conference

”, Am
erican Journal of International Law

 
43, 1999, p. 47, 51. 

（
40
）  

王
世
洲
『
現
代
国
際
刑
事
法
原
論
』
中
国
人
民
公
安
大
学
出
版
社
（
二
〇
〇
九
年
）
四
四
九
頁
。

（
41
）  

前
掲
注
（
23
）
二
三
六
頁
参
照
。

（
42
）  C. C. Jalloh,

“What M
akes a Crim

e Against H
um
anity a Crim

e Against H
um
anity

”, 28 Am
erican U

niversity International 
Law
 Review

 381, 2013, pp. 402 -408.

（
43
）  Prosecutor v. Tadić, O

pinion and Judgm
ent, Trial Cham

ber, CaseN
o. IT -94 -1 -T, 7 M

ay1997, para. 653.

（
44
）  ICTY, Prosecutor v. Kunaracetal. Case N

o. IT -96 -23&
 IT -96 -23 /1-A, Appeals Cham

ber, Judgm
ent, 12 June 2002, p. 29, 

para. 98; ICTR, Prosecutor v. Sem
anza, Case N

o. ICTR -97 -20 -T, Trial Cham
berIII, Judgm

ent, 15 M
ay 2003, para. 329. 

（
45
）  

村
瀬
＝
洪
・
前
掲
注
（
22
）
一
二
五
頁
参
照
。

（
46
）  

前
掲
注
（
18
）
参
照
。

（
47
）  

村
瀬
＝
洪
・
前
掲
注
（
22
）
一
二
五
頁
参
照
。

（
48
）  

馬
・
前
掲
注
（
9
）
三
七
五
頁
参
照
。

（
49
）  

村
瀬
＝
洪
・
前
掲
注
（
22
）
一
二
五
頁
参
照
。

（
50
）  M
. H
alling, 

“Push the Envelope-W
atch It Bend: Rem

oving the Policy Elem
ent and Extending Crim

es Against H
um
anity

”, 
23 Leiden Journal of International Law

 827, 2010, pp. 833 -836.

（
51
）  ｢Crim

es Against H
um
anity and W

ar Crim
es Act｣

https://law
s-lois.justice.gc.ca/eng/acts/c-45.9/. （

最
終
閲
覧
日
：
二
〇
二
三
年

九
月
三
日
）。
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（
52
）  

馬
・
前
掲
注
（
9
）
二
四
七
頁
参
照
。

（
53
）  The scope and application of the principle of universal jurisdiction: report of the secretary-general prepared on the basis of 

com
m
ents and observations of governm

ents （A/65/181

）.
（
54
）  
馬
・
前
掲
注
（
9
）
二
二
五
頁
参
照
。

（
55
）  
髙
山
佳
奈
子
「
刑
法
の
適
用
に
お
け
る
世
界
主
義
に
関
す
る
国
際
刑
法
会
議
準
備
会
」
刑
法
雑
誌
四
八
巻
（
二
〇
〇
八
年
）
一
七
三
頁
。

（
56
）  
山
本
草
二
『
国
際
刑
事
法
』
三
省
堂
（
一
九
九
一
年
）
一
六
三
頁
。
森
下
忠
『
刑
法
適
用
法
の
理
論
』
成
文
堂
（
二
〇
〇
五
年
）
二
一
一
頁
。

（
57
）  Request for the inclusion of an additional item

 in the agenda of the 63rd session: the scope and application of the principle 
of universal jurisdiction: letter dated 29 june 2009 from

 the perm
anent representative of the united republic of tanzania to the 

united nations addressed to the secretary-general （A/63/237/Rev.1

）.

（
58
）  Kriangsak Kittichaisaree, 

“International Crim
inal Law

”, O
xford U

niversity Press, p. 85 （2001

）.

（
59
）  Fourth report on crim

es against hum
anity /by sean d. m

urphy, special rapporteur （A/CN.4/725

）.

（
60
）  

前
掲
注
（
18
）
参
照
。

（
61
）  

同
右
。

（
62
）  Sum

m
ary record of the 25th m

eeting: 6th com
m
ittee, held at headquarters, new

 york, on friday, 28 october 2016, general 
assem

bly, 71st session （A/C.6/71/SR.25
）.

（
63
）  

前
掲
注
（
18
）
参
照
。

（
64
）  

竹
村
仁
美
「
国
際
刑
事
裁
判
所
と
普
遍
的
管
轄
権
」
九
州
国
際
大
学
法
学
論
集
一
七
巻
一
号
（
二
〇
一
〇
年
）
一
二
二
頁
。

（
65
）  

「
第
二
原
則
で
は
、『
国
際
法
上
の
重
要
な
犯
罪
に
は 
、（
一
）
海
賊
、（
二
）
奴
隷
、（
三
）
戦
争
犯
罪
、（
四
）
平
和
に
対
す
る
罪
、（
五
）
人

道
に
対
す
る
罪
、（
六
）
集
団
殺
害
罪
、（
七
）
拷
問
』
が
含
ま
れ
る
と
さ
れ
て
い
る
」。

（
66
）  

高
铭
暄
編
『
新
編
中
国
刑
法
（
上
巻
）』
中
国
人
民
大
学
出
版
局
（
一
九
九
八
年
）
五
三
頁
。

（
67
）  Antonio Cassese, 

“International Crim
inal Law

”, O
xford U

niversity Press, p. 285 （2003

）.

（
68
）  

も
っ
と
も
、
日
本
は
人
道
に
対
す
る
犯
罪
の
一
類
型
を
独
立
さ
せ
た
「
強
制
失
踪
条
約
」
に
は
二
〇
一
〇
年
か
ら
加
入
し
て
お
り
、
そ
の
条
約

に
基
づ
く
処
罰
義
務
を
負
う
点
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

（
69
）  

前
掲
注
（
53
）
参
照
。
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（
70
）  

フ
ィ
リ
ッ
プ
・
オ
ス
テ
ン
＝
久
保
田
隆
「
ド
イ
ツ
国
際
刑
法
典
の
現
状
と
課
題

―
近
時
の
動
向
を
中
心
に

―
」
法
学
研
究
第
九
〇
巻
第
四

号
（
二
〇
一
七
年
）
二
頁
。

（
71
）  

フ
ィ
リ
ッ
プ
・
オ
ス
テ
ン
「
国
際
刑
事
裁
判
所
規
程
と
国
内
立
法

―
ド
イ
ツ
『
国
際
刑
法
典
』
草
案
を
素
材
と
し
て
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
№
一
二

〇
七
（
二
〇
〇
一
年
）
一
三
〇
頁
。

（
72
）  
オ
ス
テ
ン
＝
久
保
田
・
前
掲
注
（
70
）
参
照
。

（
73
）  
同
右
。

（
74
）  

同
右
。

（
75
）  W

erle G
erhard

著
、
葛
原
力
三
〈
訳
〉「
国
際
刑
法
の
国
内
法
化
に
つ
い
て
」
ノ
モ
ス
＝N

om
os

一
五
（
二
〇
〇
四
年
）
六
四
頁
。

（
76
）  

陳
楽
＝
曾
堅
「
中
国
刑
法
に
お
け
る
普
遍
的
管
轄
権
の
立
法
完
善
に
関
す
る
分
析

―
刑
法
第
九
条
に
基
づ
く
考
察
」
法
制
と
経
済
三
七
一
号

（
二
〇
一
四
年
）。

（
77
）  

高
秀
東
「
普
遍
的
管
轄
の
原
則
に
つ
い
て
」
法
学
研
究
（Chinese Journal of Law

）（
二
〇
〇
八
年
）
一
二
六
頁
。

（
78
）  

李
希
慧
＝
王
宏
偉
「
中
国
刑
法
の
普
遍
的
管
轄
権
の
立
法
改
善
に
つ
い
て

―
中
国
刑
法
第
九
条
の
規
定
に
対
す
る
考
え
方
に
基
づ
い
て
」
北

方
法
学
第
二
巻
（
二
〇
〇
八
年
）
六
二
頁
。

（
79
）  

宋
傑
「
中
国
に
お
け
る
刑
事
裁
判
権
規
定
の
再
考
と
再
構
築
―
国
際
関
係
に
お
け
る
裁
判
権
の
機
能
か
ら
」
法
と
経
営
研
究
第
四
号
（
二
〇
一

五
年
）
一
五
八
頁
。
前
掲
注
（
53
）
参
照
。

（
80
）  

オ
ス
テ
ン
＝
久
保
田
・
前
掲
注
（
70
）
参
照
。

（
81
）  M

axim
o Langer, 

“Universal Jurisdiction as Janus-Faced: The D
ual N

ature of the G
erm
an International Crim

inal Code

”, 11 
Journal of International Crim

inal Justice 737 （2013
）.

（
82
）  

范
紅
旗
「
ド
イ
ツ
国
際
刑
法
典
か
ら
見
た
国
際
犯
罪
の
国
内
訴
追
」
法
学
雑
誌
（
二
〇
〇
六
年
）
一
一
七
頁
。

（
83
）  

ゲ
ー
ア
ハ
ル
ト
・
ヴ
ェ
ル
レ
著
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
オ
ス
テ
ン
〈
訳
〉「
国
際
刑
法
と
国
内
刑
事
司
法
」
二
〇
〇
四
年
五
月
二
三
日
に
広
島
大
学
に

て
開
催
さ
れ
た
日
本
刑
法
学
会
第
八
二
回
大
会
で
行
わ
れ
た
講
演
の
原
稿
で
あ
る
。

（
84
）  G

erhard

・
前
掲
注
（
75
）
五
七
頁
参
照
。

（
85
）  F. Jessberger and C. Pow

ell, 14 South African Journal of Crim
inal Justice （2001

）.

（
86
）  

王
松
竹
「
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
条
約
お
よ
び
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
諸
条
約
の
対
象
犯
罪
と
中
国
刑
法
上
の
対
応

―
日
本
に
お
け
る
中
核
犯
罪
の
国
内
法
整
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備
と
の
比
較
を
見
据
え
て

―
」
法
学
政
治
学
論
究
一
三
五
号
（
二
〇
二
二
年
）
参
照
。

（
87
）  

広
見
・
前
掲
注
（
2
）
四
一
三
―
四
二
九
頁
参
照
。

（
88
）  

石
垣
友
明
「
ロ
ー
マ
規
程
締
結
に
向
け
た
日
本
の
課
題
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
№
一
二
八
五
（
二
〇
〇
五
年
）
一
一
五
頁
。

（
89
）  
山
本
草
二
『
国
際
刑
事
法
』
三
省
堂
（
一
九
九
一
年
）
七
頁
。

（
90
）  
李
世
光
＝
劉
大
群
＝
凌
岩
編
『
国
際
刑
事
裁
判
所
ロ
ー
マ
規
程
解
説
（
上
）』
北
京
大
学
出
版
社
（
二
〇
〇
六
年
）
七
八
頁
。

（
91
）  
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
オ
ス
テ
ン
「
国
際
刑
事
裁
判
所
の
設
立
と
立
法
上
の
対
応
（
上
）

―
ド
イ
ツ
『
国
際
刑
法
典
』
草
案
が
日
本
に
示
唆
す
る
も

の
―
」
捜
査
研
究　

№
六
〇
八
（
二
〇
〇
二
年
）
六
九
頁
。

（
92
）  

真
山
全
「
国
際
刑
事
裁
判
所
の
対
象
犯
罪
と
国
内
的
对
応
」
法
律
時
報
七
九
巻
四
号
（
二
〇
〇
七
年
）
三
四
頁
。

（
93
）  

ヴ
ェ
ル
レ
・
前
掲
注
（
83
）
参
照
。

（
94
）  Prosecutor v. Erdem

ović, I CTY 

（Appeals Cham
ber

）, judgm
ent of 7 O

ctober 1997, Kirk M
cD
onald

とVohrah

判
事
の
個
別

（separate

）
意
見
。

（
95
）  

「
国
際
人
道
法
の
重
大
な
違
反
行
為
の
処
罰
に
関
す
る
法
律
」（
平
成
一
六
年
法
律
第
一
一
五
号
）。

（
96
）  

参
議
院
外
交
防
衛
委
員
会
の
ロ
ー
マ
規
程
に
関
す
る
二
〇
〇
七
年
四
月
二
六
日
決
議
（
第
一
六
六
回
国
会
参
議
院
外
交
防
衛
委
員
会
会
議
録
八

号
（
一
三
―
一
四
頁
）。

（
97
）  W

erle, G
erhard

『
国
際
刑
法
原
理
』
商
務
印
書
館
（
二
〇
〇
九
年
）
九
五
頁
参
照
。

（
98
）  

オ
ス
テ
ン
・
前
掲
注
（
91
）
参
照
。

（
99
）  

松
葉
真
美
「
国
際
刑
事
裁
判
所
規
程
履
行
の
た
め
の
各
国
の
国
内
法
的
措
置
」
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
（
二
〇
〇
四
年
）
四
四
頁
。

（
100
）  ｢Justice Law
s W
ebsite｣

https://law
s-lois.justice.gc.ca/eng/acts/c-45.9/.

（
101
）  

前
掲
注
（
59
）
参
照
。

（
102
）  

村
瀬＝

洪
・
前
掲
注
（
22
）
一
〇
三
頁
参
照
。

（
103
）  

オ
ス
テ
ン
・
前
掲
注
（
91
）
参
照
。

（
104
）  

フ
ィ
リ
ッ
プ
・
オ
ス
テ
ン
「
国
際
刑
事
裁
判
所
の
設
立
と
立
法
上
の
対
応
（
下
）―
ド
イ
ツ
『
国
際
刑
法
典
』
草
案
が
日
本
に
示
唆
す
る
も

の

―
」
捜
査
研
究
№
六
〇
八
（
二
〇
〇
二
年
）
六
二
頁
。

（
105
）  

オ
ス
テ
ン
＝
久
保
田
・
前
掲
注
（
70
）
参
照
。
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（
106
）  

范
・
前
掲
注
（
82
）
参
照
。

（
107
）  G

erhard W
erle

、Florian Jessberger

著　

趙
炳
志
＝
范
紅
旗
〈
訳
〉「
国
際
刑
事
司
法
の
復
帰
：
ド
イ
ツ
の
新
国
際
刑
法
典
」
刑
法
シ
リ
ー

ズ
（
二
〇
〇
九
年
）。

（
108
）  
ヴ
ェ
ル
レ
・
前
掲
注
（
83
）
参
照
。

（
109
）  
今
井
猛
嘉
「
ド
イ
ツ
『
国
際
刑
法
典
』
に
つ
い
て
（
一
）」
現
代
刑
事
法
六
巻
六
号
№
六
二
（
二
〇
〇
四
年
）
七
三
頁
。

（
110
）  M

axim
o

・
前
掲
注
（
81
）
参
照
。

（
111
）  

山
本
紘
之
「
諸
国
の
状
況
に
つ
い
て
国
際
刑
事
裁
判
所
の
対
象
犯
罪
の
国
内
法
化
を
め
ぐ
る
」
国
立
情
報
学
研
究
所
（
二
〇
一
七
年
）
七
三
一

頁
。

（
112
）  

オ
ス
テ
ン
・
前
掲
注
（
91
）
参
照
。

（
113
）  W

erle

・
前
掲
注
（
97
）
九
五
頁
参
照
。

（
114
）  Florian Jeßberger, Chantal M

eloni, M
aria Crippa, D

om
esticating International Crim

inal Law
: Reflections on the Italian and 

G
erm
an Experiences, Published June 1, 2023, by Routledge.

（
115
）  W

erle

・
前
掲
注
（
75
）
参
照
。

（
116
）  W

erle

・
前
掲
注
（
97
）
九
六
頁
参
照
。

（
117
）  

今
井
・
前
掲
注
（
109
）
参
照
。

（
118
）  

久
保
田
隆
「
ド
イ
ツ
国
際
刑
法
典
上
の
戦
争
犯
罪
と
刑
法
典
上
の
通
常
犯
罪
の
適
用
関
係
：
国
際
法
上
の
合
法
性
に
基
づ
く
刑
法
上
の
違
法
性

阻
却
」
法
学
政
治
学
論
究
刊
行
会
（
二
〇
一
四
年
）
二
六
一
頁
。

（
119
）  

ヴ
ェ
ル
レ
・
前
掲
注
（
83
）
参
照
。

（
120
）  W

erle

・
前
掲
注
（
75
）
参
照
。

（
121
）  Claus Kreß, 

“Vom
 N
utzen eines deutschen Völkerstrafgesetzbuchs

”, N
om
os-Verlag-G

es. （2000

）.

（
122
）  W
erle

・
前
掲
注
（
97
）
九
六
頁
参
照
。

（
123
）  

盧
有
学
「
中
国
の
刑
法
が
規
定
し
た
国
際
犯
罪
の
立
法
モ
デ
ル
に
関
す
る
検
討
」
河
北
法
学
（
二
〇
〇
九
年
）
一
一
一
頁
。

（
124
）  W

erle

・
前
掲
注
（
97
）
九
六
頁
参
照
。

（
125
）  W

erle

・
前
掲
注
（
75
）
参
照
。
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（
126
）  

オ
ス
テ
ン
・
前
掲
注
（
91
）
参
照
。

（
127
）  

盧
・
前
掲
注
（
123
）
一
一
二
頁
参
照
。

（
128
）  

范
・
前
掲
注
（
82
）
参
照
。

（
129
）  
石
垣
・
前
掲
注
（
88
）
参
照
。

王　

松
竹
（
オ
ウ　

シ
ョ
ウ
チ
ク
）

所
属
・
現
職　

慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
後
期
博
士
課
程

最
終
学
歴　
　

中
国
政
法
大
学
国
際
法
学
院
修
士
課
程
国
際
公
法
専
攻

所
属
学
会　
　

日
本
刑
法
学
会  

専
攻
領
域　
　

国
際
刑
法

主
要
著
作　
　
「
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
条
約
お
よ
び
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
諸
条
約
の
対
象
犯
罪
と
中
国
刑
法
上
の

対
応

―
日
本
に
お
け
る
中
核
犯
罪
の
国
内
法
整
備
と
の
比
較
を
見
据
え
て

―
」

『
法
学
政
治
学
論
究
』
第
一
三
五
号
（
二
〇
二
二
年
）


